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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

回次 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 

決算年月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 

売上高 （百万円） 36,568 36,859 36,918 36,658 37,232 

経常利益 （百万円） 8,924 7,403 5,380 4,503 5,791 

親会社株主に帰属する当期

純利益 
（百万円） 5,910 5,786 5,262 6,043 5,529 

包括利益 （百万円） 6,119 4,406 6,287 4,196 4,339 

純資産額 （百万円） 87,610 89,629 94,063 91,404 93,921 

総資産額 （百万円） 99,963 103,196 106,153 103,327 106,664 

１株当たり純資産額 （円） 2,784.89 2,863.12 3,002.44 3,027.43 3,104.33 

１株当たり当期純利益 （円） 187.90 184.53 168.04 198.31 183.07 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 87.64 86.85 88.60 88.45 87.96 

自己資本利益率 （％） 6.92 6.53 5.73 6.52 5.97 

株価収益率 （倍） 16.07 18.99 25.56 19.69 18.38 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） 6,809 10,066 8,367 7,446 10,295 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） △15,669 △3,868 △1,807 1,627 △9,194 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） △1,811 △1,877 △1,945 △6,958 △1,989 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（百万円） 11,993 16,244 20,840 22,903 22,658 

従業員数 
（人） 

1,521 1,489 1,472 1,502 1,538 

（外、平均臨時雇用者数） (668) (716) (680) (581) (518) 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第56期、第57期、第58期及び第59期の「１株当たり純資産額」の算定上、「ホギメディカル従業員持株会専

用信託」が保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており

ます。

４．2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。このため、第55期の期首に当

該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」を算定しており

ます。

また、第57期末時点の株価は、当該株式分割に係る権利落ち後の株価となっております。したがって、第57

期の株価収益率については、当該権利落ち後の株価を当該株式分割を考慮した１株当たり当期純利益で除し

て算定しております。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第58期の期首

から適用しており、第57期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標

等となっております。
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(2)提出会社の経営指標等

回次 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 

決算年月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 

売上高 （百万円） 36,320 36,557 36,585 36,298 36,879 

経常利益 （百万円） 7,997 6,730 4,618 3,688 5,436 

当期純利益 （百万円） 5,249 5,419 4,736 5,472 5,255 

資本金 （百万円） 7,123 7,123 7,123 7,123 7,123 

発行済株式総数 （株） 16,341,155 16,341,155 16,341,155 32,682,310 32,682,310 

純資産額 （百万円） 81,507 83,539 87,721 84,522 86,890 

総資産額 （百万円） 93,375 98,192 100,901 97,843 100,686 

１株当たり純資産額 （円） 2,591.09 2,668.79 2,800.19 2,799.69 2,875.13 

１株当たり配当額 
（円） 

116.00 120.00 124.00 64.00 66.00 

（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益 （円） 166.87 172.84 151.24 179.60 174.00 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 87.29 85.08 86.94 86.39 86.30 

自己資本利益率 （％） 6.59 6.57 5.53 6.35 6.13 

株価収益率 （倍） 18.10 20.28 28.40 21.74 19.34 

配当性向 （％） 34.76 34.71 40.99 35.64 37.93 

従業員数 （人） 779 775 748 773 814 

株主総利回り （％） 104.3 122.8 151.7 140.6 124.6 

（比較指標：配当込みTOPIX

（東証株価指数）） 
（％） (89.2) (102.3) (118.5) (112.5) (101.8) 

最高株価 （円） 6,650 7,670 9,140 5,220 4,090 

        □4,355    

最低株価 （円） 5,250 5,650 6,480 2,804 2,583 

        □4,145    

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第56期、第57期、第58期及び第59期の「１株当たり純資産額」の算定上、「ホギメディカル従業員持株会専

用信託」が保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており

ます。

４．2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。このため、第55期の期首に当

該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」を算定しており

ます。

また、第57期末時点の株価は、当該株式分割に係る権利落ち後の株価となっております。したがって、第57

期の株価収益率については、当該権利落ち後の株価を当該株式分割を考慮した１株当たり当期純利益で除し

て算定しております。

５．最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

６．□印は、株式分割（2018年４月１日、１株→２株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。

７．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第58期の期首

から適用しており、第57期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標

等となっております。
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２【沿革】

1955年12月 東京都文京区に保木将夫（現当社名誉会長ファウンダー）の個人商店として保木明正堂を創業

し、紙・文具小売と医療用記録紙の販売開始

1961年４月 東京都文京区に資本金100万円で保木記録紙販売株式会社を設立

1963年１月 ＨＯＧＹ印心電計記録紙の販売開始

1964年６月 東京都練馬区に野方工場を設置し、メッキンバッグ（滅菌包装袋）の製造開始

1964年10月 メッキンバッグの販売開始

1967年９月 千葉県柏市に柏工場を建設し、野方工場を閉鎖

1970年10月 商号を株式会社ホギに変更

1971年１月 千葉県流山市に第一配送センターを設置

1972年７月 医療用不織布製品の製造および販売開始

1977年７月 東京都知事より毒物劇物一般販売業の登録、医薬品販売業の許可を受ける。医療用具販売業を届

出

1978年10月 丸石製薬㈱製「消毒薬剤ステリハイド」の販売開始

1978年11月 茨城県稲敷郡美浦村に美浦工場（現美浦工場第一）を建設し、メッキンバッグおよび不織布製品

の製造開始、柏工場の業務吸収

1979年４月 旧柏工場を改築し、第二配送センターを設置

1982年４月 Ｅ・Ｉ・デュポン社製「不織布ソンタラ」を使用した医療用不織布製品の製造販売を開始

1983年10月 美浦工場第二が完成し、不織布製品専用工場とする。隣接地に第三配送センターを設置

1984年３月 ＯＲパック（手術用覆布パック）新製品の販売開始

1985年４月 独自の全面採用システムによる不織布製品の販売戦略を開始

1987年４月 商号を株式会社ホギメディカルに変更

1988年４月 業務の統一管理および省力化のため新コンピュータシステムを導入

1989年６月 江戸崎配送センター（全自動倉庫）設置

1991年３月 医療廃棄物の院内焼却を可能にする三菱重工業㈱製「排ガス処理装置付焼却炉システム」の販売

開始

1991年12月 東京証券取引所市場第二部に上場

〃 丸石製薬㈱製「消毒薬剤ステリハイド」の販売中止

1992年４月 江戸崎滅菌センター（電子線滅菌）稼働

1993年７月 美浦工場第三（1994年４月に美浦工場第二に統合）完成

1993年10月 筑波工場用地（南奥原工業団地）取得

1994年１月 江戸崎配送センター増築完成、第一配送センター統合

1994年４月 キット製品の販売開始

1994年10月 Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア（現連結子会社）設立

1994年12月 東京営業所ビル完成

1995年10月 筑波滅菌センター（全自動電子線滅菌）完成

1997年10月 筑波配送センター（全自動倉庫）完成

1999年２月 鋼製器具の販売開始

1999年７月 ペイシェントケア用品の販売開始

2000年３月 東京証券取引所市場第一部に指定

2002年１月 本社ビル完成

2002年４月 本店を現在地（東京都港区）に移転

2003年３月 筑波キット工場が完成し、キット製品専用工場とする

2004年４月 オペラマスターの販売開始

2005年11月 筑波工場オペラマスター専用生産ライン稼働開始

2006年６月 筑波新配送センター（筑波ＯＰＣ）（全自動倉庫）稼働開始

2007年７月 Ｐ．Ｔ．ニットウマテックスインドネシア（2008年２月にＰ．Ｔ．ホギに商号変更）孫会社化

2009年７月 Ｐ．Ｔ．ホギインドネシアがＰ．Ｔ．ホギを吸収合併

2009年９月 Ｐ．Ｔ．ホギインドネシアのパック・キット製品製造工場（パック・キット製造工場）完成

2011年６月 Ｐ．Ｔ．ホギメディカルセールスインドネシア（現連結孫会社）設立

2012年６月 ＩＣ ＴＲＡＣＥＲの販売開始

2012年11月 手術管理システムの販売開始

2015年８月 ＥＭＡＲＯの販売開始

2017年６月 筑波新工場稼動開始

2018年８月 ホギメディカルアジアパシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ.（現連結子会社）設立
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３【事業の内容】

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社（株式会社ホギメディカル）、子会社（Ｐ．Ｔ．ホギインドネシ

ア及びホギメディカルアジアパシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ.）及び孫会社（Ｐ．Ｔ．ホギメディカルセールスインドネ

シア）により構成されております。事業は、医療用消耗品、医療機器及び医療用不織布製品等の製造・販売でありま

す。当社は、医療用不織布製品及び医療用消耗品の一部につきまして、Ｐ．Ｔ．ホギインドネシアに製造を委託して

おります。また、Ｐ．Ｔ．ホギインドネシアの製造品はほぼ全量当社グループに供給されております。従って、Ｐ．

Ｔ．ホギインドネシアは当社の主要な製造拠点の一つと捉えていただきたいと存じます。また、ホギメディカルアジ

アパシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ.及びＰ．Ｔ．ホギメディカルセールスインドネシアは、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国

連合）各国への医療用消耗品、医療機器及び医療用不織布製品等の販売活動を行っております。

〔事業系統図〕

当社グループの取引を図示しますと、以下の通りとなります。

 

 

 

４【関係会社の状況】

2020年３月31日現在 
 

名称 住所 資本金 
主要な事業の
内容 

議決権の 
所有割合 
（％） 

関係内容 

役員の兼務 
資金援助 
(百万円) 

営業上の取
引 

設備の 
賃貸借 

業務提携
等 当社役員

（人） 

連結子会社     医療用消耗

品、医療機器

及び医療用不

織布製品等の

製造・販売 

           

Ｐ．Ｔ．ホギ 

インドネシア 

（注）１ 

インドネシア 

ブカシ県 

7,001 

千米ドル 
99.9 １ － 

当社製品・

半製品等の

製造 

なし なし 

連結子会社    
医療用消耗

品、医療機器

及び医療用不

織布製品等の

販売 

           

Ｐ．Ｔ．ホギ 

メディカルセ

ールスインド

ネシア 

（注）２ 

インドネシア 

ジャカルタ市 

2,300 

千米ドル 

99.9 

（99.9） 
１ － なし なし なし 

連結子会社    
医療用消耗

品、医療機器

及び医療用不

織布製品等の

販売 

           

ホギメディカ 

ルアジアパシ

フィックＰＴ

Ｅ.ＬＴＤ. 

 

シンガポール 

 

6,000 

千米ドル 

75.0 

 
－ － 

当社製品の

販売 
なし なし 

 （注）１.特定子会社に該当いたします。

    ２.議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
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５【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

 従業員の状況のセグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますので省略しておりま

す。

 なお、会社別の従業員数は次のとおりであります。

  2020年３月31日現在 

会社名 従業員数（人） 

㈱ホギメディカル 814  

Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア 695 （517） 

Ｐ．Ｔ．ホギメディカルセールスインドネシア 26 （1） 

ホギメディカルアジアパシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ. 3  

合計 1,538 （518） 

 （注） 従業員数は就業人員であります。また、連結子会社の有期契約社員数は年間の平均人員を（ ）外数で記載し

ております。

(2)提出会社の状況

      2020年３月31日現在 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

814 40.8 14.7 5,816,695 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3)労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1)経営方針

 当社グループは、「社業を通じて医療進歩の一翼を担い、人々の健やかな生命と幸福に尽くし、もって社会の繁

栄に寄与する」を社是とし、患者・医療従事者等の安全と医療機関等の経営の合理化・省力化に貢献できる製商品

群を製造・販売しております。

(2)経営戦略等

 現在、医療業界におきましては、厚生労働省が公立病院などの再編統合の議論が必要としたリストを公表するな

ど、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、「地域医療構想」実現に向けた病院の再編・統合への動きが進

められております。

 また、2020年度の診療報酬改定では、厳しい財政の影響もあり、薬価・材料部分のマイナスが大きいため、全体

でマイナス改定となりました。

 一方で、本体部分は「働き方改革」推進分を含め0.55％のプラスとなるなど、診療報酬改定にも組み込まれた医

療現場の「働き方改革」が進んでおり、今後もより一層施策を促進する方向に費用が振分けられていくものと思わ

れます。

 こうした環境変化の中、当社におきましても、政府が掲げる「地域医療構想」の基本方針により、今後手術が集

中するため効率化への対応を迫られる急性期医療機関に対して、「働き方改革と医療安全」に貢献するためのツー

ルとして、手術周辺を効率化する「プレミアムキット」の提案を積極的に展開しております。

 当社の「プレミアムキット」は、簡便に過不足なく統一された手術準備ができるよう、術式ごとに必要な医療材

料が適切な順番でセットされたオールインワンキットとなっております。

 術前のピッキング作業を大幅に削減して手術準備時間を短縮できるため、少人数での手術対応や時間外労働の削

減など、医療機関の「働き方改革」の実現に大きく貢献いたします。

 安全性の面におきましては、必要な医療材料が使用する順番でセットされていることにより、手術直前での準備

が可能となるため、展開された医療材料の長時間放置を防ぐことができます。

 さらに、生産面からはロボットによる自動化により、極力人の手を介さずに製造するため、付着菌数・異物混入

のリスクが低減され、入れ間違いなどの人為的ミスも防止することができ、使用面と生産面の両方から「医療安

全」の向上に貢献してまいります。

 当社は今後も、特に高度急性期・急性期病院を対象に「プレミアムキット」を中心としたキット製品導入による

経営改善の提案に注力し、医療機関における「働き方改革と医療安全」、そして経営効率化のソリューションとし

ての「プレミアムキット」戦略を積極的に展開してまいります。

 また、「地域医療構想」を軸とする病院再編統合の動きを大きなチャンスと捉え、変化を先読みし常に先手を打

つ姿勢で、さまざまな施策に取り組んでまいります。

 2017年に稼働を開始した「プレミアムキット」を生産している新キット工場は、現在週５日・２交代と、順調に

稼働が増加してまいりました。

 少子高齢化が進み働き手が減少していく中、新工場では高品質な製品を安全で安定的に生産するための機能をハ

ードとソフトの両面で備えており、先進の機械やロボットによる自動化や、免震構造によるリスク対策など、当社

が長年にわたって培ってきたノウハウが随所に活かされております。

 当期は、今後も需要拡大が見込まれる「プレミアムキット」の生産量増大と生産性向上を目指して、Ⅱ期工事の

設備投資を開始いたしました。この新キット工場Ⅱ期工事を着実に進めながら、さらなる医療機関の効率化と安全

性の向上に貢献してまいります。

 当社の海外戦略は、これまでインドネシアを中心に展開してまいりました。現地子会社のＰ．Ｔ．ホギインドネ

シアは、当社のグローバル戦略を象徴する製造の重要拠点であり、第１工場・第２工場は、国際標準化機構（ISO）

の「医療機器の品質保証のための国際規格」であるISO13485：2016の認証も取得し、世界でも有数の医療用不織布

の製造工場としての地位を確立してまいりました。一方で、人件費が増加傾向にあるため、今後も省力化・自動化

を推進することにより、生産性の改善を図るほか、さらなる医療材の内製化を進め利益改善に貢献してまいりま

す。

 さらに当社と三菱商事株式会社の合弁会社としてシンガポールにおいて、2018年８月に設立いたしましたホギメ

ディカルアジアパシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ.では、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）各国で、「プレミアムキッ

ト」「セクレア」などの許認可取得を進めております。また、シンガポールの大型国立病院などでの「プレミアム

キット」臨床試用を予定しているなど、販売孫会社Ｐ．Ｔ．ホギメディカルセールスインドネシアとともに、今後

もＡＳＥＡＮ各国の主要病院への販売活動を積極的に展開し、事業の拡大を目指してまいります。
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 新規事業として着手してまいりました「R-SUD（単回使用医療機器再製造）」事業とは、使用を１回限りと定めら

れている高額なSUD（Single-UseDevice:単回使用医療機器）を、使用後に医療機器製造販売業者が収集し、分解・

洗浄・部品交換・再組立て・滅菌などの処理を行った上で、同一用途のSUDとして再び製造販売する事業です。

 美浦工場第一を一部改装し、検査・試験・再製造プロセスの円滑化、および許可申請・承認までのプロセスの迅

速化を推進しているほか、準備が整った製品から順次許認可申請を行い、当期末までの申請数は合計３件となって

おります。

 当社は今後、高度急性期・急性期病院の集約とそれに伴う手術の集中、労働人口の減少に対して、「プレミアム

キット」や「R-SUD」を含む、手術に必要なすべての医療材料をジャスト・イン・タイムで提供する「サプライチェ

ーンマネジメント（SCM）構想」を目指して、さらなる病院経営の効率化のご提案を行ってまいります。

(3)経営環境

 医療業界におきましては、「地域医療構想」実現に向けた病院再編統合の動きや、診療報酬改定にも組み込まれ

た医療現場の「働き方改革」が進められている中で、今般の新型コロナウイルス感染問題が発生し、日々増加する

感染拡大への対応に全力で取り組んでいる最中であります。

 このような環境の下、当社グループでは、政府が掲げる「地域医療構想」の基本方針により、今後手術の集中化

と効率化への対応を迫られる急性期医療機関に対して、「働き方改革と医療安全」を提供価値とする「プレミアム

キット」の提案を積極的に展開してまいりました。

 当第４四半期以降は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、当社グループでは現在、医療機関への製品の安定供

給を最優先としております。

 また、営業活動におきましては当期３月より活動を自粛しており、医療機関からの要請がある場合にのみ、社員

の安全に考慮しながら対応に当たるという態勢で、全社を挙げて感染拡大防止に努めております。

 医療機関におきましては、日本外科学会の提言もあり、緊急性の低い手術を中心に延期されております。延期さ

れました手術に関しましては状況が落ち着き次第順次再開されることになる事が想定され、当社の業績へは、長期

的には影響がないと考えております。

 なお、製品の製造や調達リスク（カントリーリスク・自社取引先工場での患者発生等）などによる業績への影響

が出ることが予想される場合は、速やかに開示いたします。

(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

 当社は、「社会貢献」、「安全なもの作り」、「安定生産」、「お客様との共存共栄」、「社員満足度の向

上」、「安定成長」及び「利益改善」を経営のキーワードとして掲げております。当社が販売する製品は、医療の

現場で使用されるものが多いため、安全な製品の安定供給は当社の存在意義でもあり社会的責任でもあります。以

上のことを踏まえ、下記の対処すべき課題についてそれぞれの施策に取り組んでおります。これらを継続して遂行

することにより、企業価値の向上を図ってまいります。 

①安全な製品の安定供給

・安定供給のための生産管理体制の強化

・お客様が使いやすく、かつ安全な製品の追求

・新キット工場の自動化による安全性の向上

②継続的な利益成長

・プレミアムキットの販売強化 

・新製品の販売強化 

・新キット工場の自動化による生産性の向上 

・インドネシア工場での生産性の改善

・材料の内製化推進

・海外販売事業の拡大

③医療環境の変化への対応

・働き方改革と医療安全に貢献するソリューションの提供

・進歩する医療技術に対応する新製品の開発

・SUD（単回使用医療機器）のリプロセス（再製造）の事業化

④内部統制システム・コンプライアンス体制の整備 

・情報管理の徹底、社員教育の充実

・リスクマネジメント体制の更なる強化

・5S（整理/整頓/清掃/清潔/躾）の徹底と費用対効果の向上

(5)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

 経営指標といたしましては、１株当たり当期純利益(ＥＰＳ)、自己資本当期純利益率(ＲＯＥ)、営業利益を重視

しております。 
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２【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとお

りであります。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。

・法的規制について

 当社グループの取扱製品・商品である医療用キット製品、医療用不織布製品等の大部分については、医薬品医療

機器等法の規制を受けており、これらの製造・販売を行うためには、厚生労働大臣の承認、製造所については都道

府県知事の許可を必要とします。よって、これらの許認可が監督官庁に認められない場合、あるいは既に取得して

いる許認可が取り消される場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

・医療機関の環境の変化について

 当社グループの取扱製品・商品の大部分は医療機関への販売となっております。従いまして診療報酬の改定や手

術手技の進化は、医療機関の購買方針や使用製品の変更につながり、当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。

・主要な部材・原材料の供給停止等について

 当社医療用キット製品の構成部材を供給しているメーカーが新型コロナウイルスの感染拡大等により供給不能状

態になった場合、該当部材を投入している医療用キット製品が製造不能という事態になり、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

・製品・商品の不具合について

 当社グループの取扱製品・商品について不具合等が発生した場合、医療事故の発生、製品・商品の回収等に至る

おそれがあり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

・海外製造拠点における製造不能について

 当社は、インドネシア国に製造子会社を有しております。インドネシア国において予期しない法律または規制の

変更や、政情不安・テロ・暴動・戦争及び自然災害・新型コロナウイルスの感染拡大等が発生した場合、当社への

材料及び製品の供給が一時滞るおそれがあり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

・国内製造拠点における製造・供給不能について

当社の製造及び配送拠点は、茨城県美浦・牛久地区に集中しており、他地域に製造及び配送拠点を有していない

ため、地震・火災・風水害等の自然災害により多大なる損害を蒙った場合や、新型コロナウイルスの感染拡大等が

発生した場合、製造及び供給が一時滞ることにより、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

・情報管理について

当社は、医療機関等の経営の合理化・省力化に貢献するサービス及び製品を提供するにあたり、医療機関の情報

を取り扱っております。情報の管理には最大限の注意を払っておりますが、情報の流出等が発生した場合、社会的

信用問題や賠償問題等へ発展するおそれがあり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

・為替等の変動について

 当社は、インドネシア国に製造子会社を有しております。また、国内外より原材料を調達しているため、原油・

原材料の価格及び為替の大幅な変動により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

・減損会計について

当社グループの保有資産につきまして、実質的価値の低下等による減損処理が必要となった場合、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要 

 当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおり

であります。 

 

①財政状態及び経営成績の状況 

 経営成績の状況 

 当連結会計年度における国内経済は、製造業を中心に景気後退の見方が強まっていた中、さらに新型コロナウイ

ルスの感染拡大による経済への影響が増大し、先行き不透明な状況が継続しております。

 医療業界におきましては、「地域医療構想」実現に向けた病院再編統合の動きや、診療報酬改定にも組み込まれ

た医療現場の「働き方改革」が進められている中で、今般の新型コロナウイルス感染問題が発生し、日々増加する

感染拡大への対応に全力で取り組んでいる最中であります。

 このような環境の下、当社グループでは、政府が掲げる「地域医療構想」の基本方針により、今後手術の集中化

と効率化への対応を迫られる急性期医療機関に対して、「働き方改革と医療安全」を提供価値とする「プレミアム

キット」の提案を積極的に展開してまいりました。当第４四半期以降は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、医

療機関への製品の安定供給を最優先に、全社員で感染拡大防止に努めていくことを基本に対応しております。

 「プレミアムキット」は、高い安全性や費用対効果などの製品特性に加え、手術の準備・展開作業の軽減に向け

たソリューションの提案活動が浸透し売上高が伸長いたしました。キット製品全体では、販売予定の医療機関への

新規販売不足や他社との競争などがあったものの増収となりました。その他の一部の製品では、新型コロナウイル

ス感染拡大により一時的に売上高が増加いたしました。

 この結果、当連結会計年度の売上高は37,232百万円（前期比1.6%増）となりました。キット製品の売上高は

22,485百万円（同3.0%増）、内「プレミアムキット」の売上高は10,302百万円(同33.7%増）となりました。売上原

価は、償却費が減少したことなどにより前期に比べ原価率が改善いたしました。販売費及び一般管理費は、効率的

な経費の使用に努めたことなどにより前期に比べ減少いたしました。この結果、営業利益は5,307百万円（同21.1%

増）となりました。経常利益は、新キット工場の牛久市助成金収入等があり5,791百万円（同28.6%増）となりまし

た。また、株式の一部売却による特別利益1,942百万円（前期は3,998百万円）等を計上し、親会社株主に帰属する

当期純利益は5,529百万円（8.5%減）となりました。

 なお、第１四半期連結会計期間より、前連結会計年度において非連結販売子会社であったホギメディカルアジア

パシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ.を連結の範囲に含めております。

 なお、セグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますので省略しております。 

 財政状態の状況

 当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ3,336百万円増加し、106,664百万円となりました。

 流動資産は、受取手形及び売掛金652百万円の減少、原材料及び貯蔵品の226百万円の減少等により879百万円減少

し43,229百万円となりました。固定資産のうち有形固定資産は、新キット工場Ⅱ期工事の設備投資等による建設仮

勘定8,073百万円の増加、建物及び構築物270百万円の増加、機械装置及び運搬具の減価償却等による2,401百万円の

減少等により、5,906百万円増加し51,851百万円となりました。無形固定資産は、減価償却等による300百万円の減

少により2,300百万円となりました。投資その他の資産は、投資有価証券の時価評価等による1,334百万円の減少等

により1,390百万円減少し9,283百万円となりました。この結果、固定資産は63,434百万円となりました。

 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ820百万円増加し、12,742百万円となりました。流動負

債は、新キット工場Ⅱ期工事の設備投資等による未払金1,624百万円の増加等により、1,173百万円増加し10,360百

万円となりました。固定負債は、所有する株式の時価評価等に係る繰延税金負債370百万円の減少等により、前連結

会計年度末に比べて352百万円減少し2,381百万円となりました。

 当連結会計年度末の純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益5,529百万円の計上による増加、剰余金の配当に

よる1,983百万円の減少、投資有価証券の時価評価等によるその他有価証券評価差額金1,070百万円の減少等によ

り、前連結会計年度末に比べて2,516百万円増加し93,921百万円となりました。

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の88.45％から87.96％へ減少いたしました。また、１株当たり当

期純利益(ＥＰＳ)は前連結会計年度の198.31円から183.07円へ減少、自己資本当期純利益率(ＲＯＥ)は前連結会計

年度の6.52％から5.97％へ減少いたしました。
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フロー及び新規連結に伴う現金及

び現金同等物の増加により22,658百万円となり、前連結会計年度末に比べ245百万円減少いたしました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を7,725百万円、減価償却費を5,283百万円、投

資有価証券売却益を1,942百万円計上し、未払消費税等の増加535百万円、売上債権の減少641百万円、法人税等の支

払2,590百万円等がありました。これらの結果、キャッシュ・フローは10,295百万円となり、前連結会計年度に比べ

2,849百万円増加いたしました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、新キット工場Ⅱ期工事の設備投資等による有形固定資産の取得による支

出9,767百万円、投資有価証券の取得による支出1,163百万円、投資有価証券の一部売却による収入2,356百万円等が

ありました。これらの結果、9,194百万円の支出（前連結会計年度は1,627百万円の収入）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払1,984百万円、信託型従業員持株インセンティブ・プラン

（E-Ship®）による長期借入金の返済による支出110百万円、自己株式の処分による収入106百万円等がありました。

この結果、1,989百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ4,969百万円支出が減少いたしました。

③生産、受注及び販売の実績

a.生産実績

 生産実績のセグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますので省略しておりま

す。

 なお、当連結会計年度の生産実績を使用部署、用途・目的別に示すと、次のとおりであります。

区分
当連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

前年同期比（％）

滅菌用品類（百万円） 3,209 100.8

手術用品類（百万円） 32,214 102.0

治療用品類（百万円） 27 93.3

その他（百万円） 391 106.3

合計（百万円） 35,843 102.0

 （注）１．生産金額は、販売金額で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

b.商品仕入実績 

 商品仕入実績のセグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますので省略しており

ます。

 なお、当連結会計年度の商品仕入実績を使用部署、用途・目的別に示すと、次のとおりであります。

区分
当連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

前年同期比（％）

滅菌用品類（百万円） 142 83.7

手術用品類（百万円） 952 105.7

治療用品類（百万円） 80 84.4

その他（百万円） 51 79.1

合計（百万円） 1,226 99.6

 （注）１．金額は、実際仕入価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

c.受注実績 

当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
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d.販売実績 

 販売実績のセグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますので省略しておりま

す。

なお、当連結会計年度の販売実績を使用部署、用途・目的別に示すと、次のとおりであります。

区分
当連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

前年同期比（％）

滅菌用品類（百万円） 3,416 98.2

手術用品類（百万円） 32,851 102.1

治療用品類（百万円） 197 107.2

その他（百万円） 768 92.1

合計（百万円） 37,232 101.6

 （注）１．当連結会計年度において総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありませんので「主な相手先

別販売実績」については記載しておりません。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 

 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容 

 当社グループの当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析については「第２〔事業の状況〕３〔経営者によ

る財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析〕（1）経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営

成績の状況」に記載のとおりであります。

 当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については「第２〔事業の状況〕２〔事業等のリスク〕」に

記載のとおりであります。

 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については「第２〔事業の状

況〕１〔経営方針、経営環境及び対処すべき課題等〕（5）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

等」に記載のとおりであります。 

 セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容についての記載は、医療用消耗

品等の製造・販売の単一事業でありますので省略しております。 

 

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報 

 当社グループのキャッシュ・フローの状況の分析については「第２〔事業の状況〕３〔経営者による財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析〕（1）経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に

記載のとおりであります。また、資金については原則として短期的な資金で運用し、将来の設備投資等で使用する

見込みの資金については長期的な預金で運用しております。

 

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。重要な会計方針及び見積りについては、「第５〔経理の状況〕１〔連結財務諸表等〕(１)〔連結財務諸

表〕 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び「第５〔経理の状況〕１〔連結財務諸表等〕(１)

〔連結財務諸表〕 追加情報」をご参照ください。 

 

４【経営上の重要な契約等】

 特記事項はありません。
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５【研究開発活動】

 当社グループでは、本年１月に従来の研究開発部と後述するR-SUD部門を統合し、新たな研究開発本部として発足

させました。今後人員の連携強化を図りながら、新製品の研究開発、キット構成内容の充実化、不織布シリーズ、メ

ッキンバック等の既存製品改良、新技術の調査研究等の研究開発活動促進します。また、外部各機関との共同研究、

共同開発により、幅広い情報や技術を入手し、分析、統合して開発を進めております。

 当連結会計年度の研究開発活動につきましては、新キット工程で製造される「プレミアムキット」を充実させるた

め、各部門と連携して部材の拡充を図るとともに、EB滅菌への対応化、使用順序に適した投入形態への改良を進めて

います。また、キット製品の独自性を高めるため、より安全で使い易い仕様への改良を加えながら部材の内製化を推

進しております。合わせて、既存の不織布製品については「ティガリヤシリーズ」、滅菌関連用品では「メッキンバ

ック」、「ケミカルインジケーター」の製品追加、改良を進めています。

 また、単回医療機器を再製造する「R-SUD（単回使用医療機器再製造）」も研究段階から実開発フェーズに以降

し、ご協力いただいている医療機関様より試験収集を行い、輸送・分解・洗浄・乾燥・組立・検査・包装などの各フ

ェーズでの確実な生産工程の立ち上げを行っており、加えて新たなデバイスを再製造するべく検討を行っておりま

す。

 今後も、病院のニーズ、手術関連学会の調査、薬事行政の動向等をより適確に把握し、コストメリット及び効率性

を追求した、高度で専門的、且つ利便性の高い製品の開発を実施していく計画であります。

 当連結会計年度の研究開発費の総額は、生産技術関連も含めて607百万円となっております。

 なお、研究開発活動のセグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますので省略して

おります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資総額は、10,144百万円となり、主なものは新キット工場Ⅱ期工事の機械設備の構築等に

かかる費用であります。

なお、セグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますので省略しております。

２【主要な設備の状況】

 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

 なお、セグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますので省略しております。

(1)提出会社

（2020年３月31日現在）
 

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
(人)

建物及び構
築物(百万
円)

機械装置及
び運搬具
（百万円）

土地
（百万円）
(面積㎡)

その他
（百万円）

合計
（百万円）

美浦工場第一

(茨城県稲敷郡)

滅菌用品類の

製造業務
66 17

90

（8,951）
8 183 25

美浦工場第二

(茨城県稲敷郡)

手術用品類の

製造業務
796 225

519

（24,344）
102 1,644 109

筑波工場

(茨城県牛久市)

手術用品類の

製造業務
16,193 7,148

2,727

（81,610）

283 26,353 136

筑波滅菌センター

(茨城県牛久市)
滅菌業務 1,409 100 1 1,511 4

筑波配送センター

(茨城県牛久市)

倉庫および配

送業務
316 158 54 529 4

筑波ＯＰＣ

(茨城県牛久市)

倉庫および配

送業務
610 166   35 812 2

江戸崎配送センター

(茨城県稲敷市)

倉庫および配

送業務
146 197

93

（9,927）
0 437 6

本社

(東京都港区)
統括業務 1,475 －

2,381

（1,386）
260 4,116 79

東京営業所

(東京都文京区)
販売業務 127 －

567

（272）
4 698 32

 （注）帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含まれておりません。なお、金額には消

費税等は含まれておりません。
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(2)在外子会社

（2020年３月31日現在）
 

会社名
事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
(人)

建物及び構
築物
(百万円)

機械装置及
び運搬具
（百万円）

土地
（百万円）
(面積㎡)

その他
（百万円）

合計
（百万円）

Ｐ．Ｔ．ホギ 

インドネシア

インドネシア
工場
(インドネシ
アブカシ県)

医療用品類

の製造業務
431 722

431

(72,736)
40 1,626

695

(517)

Ｐ．Ｔ．ホギ

メディカルセ

ールスインド

ネシア

インドネシア
販売会社
(インドネシ
アジャカルタ
市)

販売業務 － 1
－

(－) 
1 2

26

(1)

ホギメディカ

ルアジアパシ

フィックＰＴ

Ｅ.ＬＴＤ. 

シンガポール
販売会社
(シンガポー
ル)

販売業務 29 －
－

(－) 
0 30

3

 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含まれておりません。なお、金額に

は消費税等は含まれておりません。

２．従業員数は就業人員であります。また、有期契約社員数は年間の平均人員を（ ）外数で記載しておりま

す。

３【設備の新設、除却等の計画】

(1)重要な設備の新設

会社名

事業所名
所在地 設備の内容

設備予定金額
資金調達

方法

着手及び完了予定年月
完成後の

増加能力総額

（百万円）

既支払額

（百万円）
着手 完了

当社

筑波新工場

Ⅱ期工事

茨城県

牛久市

製造設備

システム
16,000 9,484 自己資金 2019年5月 2022年5月 （注）３

 （注）１.金額には消費税等は含まれておりません。

    ２.なお、セグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますので省略しておりま

す。

    ３.新工場Ⅱ期工事稼働後の生産能力は現行新工場の約２倍となります。

 

(2)重要な設備の改修 

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 130,000,000

計 130,000,000

 

②【発行済株式】

種類 
事業年度末現在発行数（株） 

(2020年３月31日) 
提出日現在発行数（株） 

(2020年６月19日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 32,682,310 32,682,310 
東京証券取引所 

市場第一部 
単元株式数100株 

計 32,682,310 32,682,310 － － 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

   該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額（百万
円）

資本準備金残
高（百万円）

2018年４月１日

 （注）
16,341,155 32,682,310 － 7,123 － 8,336

 （注）株式分割（１：２）によるものであります。
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（５）【所有者別状況】

              2020年３月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 

単元未満株式
の状況（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 

金融商品
取引業者 

その他の
法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 34 28 71 167 3 5,527 5,830 － 

所有株式数

（単元） 
－ 61,991 1,768 20,923 127,336 8 114,445 326,471 35,210 

所有株式数の

割合（％） 
－ 18.99 0.54 6.41 39.00 0.00 35.06 100 － 

 （注）１．自己株式2,393,987株は「個人その他」に23,939単元及び「単元未満株式の状況」に87株を含めて記載して

おります。なお、自己株式2,393,987株は株主名簿記載上の株式数であり、2020年３月31日現在の実保有株

式数は2,393,787株であります。

２．「ホギメディカル従業員持株会専用信託」が所有する当社株式は、「金融機関」に670単元含まれておりま

す。

３．上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ7

単元及び90株含まれております。 
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（６）【大株主の状況】

    2020年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

保木将夫 千葉市緑区 4,746.0 15.66 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
港区浜松町２丁目11番３号 1,682.3 5.55 

STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 

OM44 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

P.O. BOX 1631 BOSTON, 

MASSACHUSETTS02105-1631 

（中央区日本橋３丁目11-１） 

1,210.9 3.99 

株式会社ホキ美術館 千葉市緑区あすみが丘東３丁目15 1,135.4 3.74 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 

505025 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済 

 営業部） 

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 

02101 U.S.A. 

（港区港南２丁目15-１） 

1,101.6 3.63 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口） 
中央区晴海１丁目８-11 1,051.2 3.47 

THE BANK OF NEW YORK 134105 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済 

 営業部） 

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 

BRUSSELS, BELGIUM 

（港区港南２丁目15-１） 

930.7 3.07 

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 

02111 

（中央区日本橋３丁目11-１） 

923.5 3.04 

保木潤一 新宿区 874.2 2.88 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口９） 
中央区晴海１丁目８-11 666.9 2.20 

計 － 14,322.9 47.28 

（注）１．当社が2016年８月15日開催の取締役会において決議し導入した「信託型従業員持株インセンティブ・プラン

（E-Ship®）」により、当事業年度末において、「ホギメディカル従業員持株会専用信託」が当社株式を67

千株保有しておりますが、自己株式数に含まれておりません。 

 

２．2019年７月９日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、カバウター・マネージメント・エルエ

ルシーが2019年７月３日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年３

月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

カバウター・マネージメント・エルエル

シー

アメリカ合衆国イリノイ州60611、シ

カゴ、ノース・ミシガン・アベニュー

401、2510号室

1,594.3 5.26
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３．2020年１月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、リンゼル・トレイン・リミテッド

が2020年１月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年３月31日

現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

リンゼル・トレイン・リミテッド
英国ロンドン、バッキンガム・ゲート

６６、５階
1,638.7 5.41

 

４．2020年３月23日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、グッドハート パートナーズ エルエ

ルピーが2020年３月16日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年３

月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

グッドハート パートナーズ エルエル

ピー

英国、WC2R 0LT ロンドン、ストラン

ド393、クイーンズランド ハウス
2,382.5 7.86

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        2020年３月31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 2,393,700 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 30,253,400 302,534 － 

単元未満株式 普通株式 35,210 － － 

発行済株式総数   32,682,310 － － 

総株主の議決権   － 302,534 － 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株（議決権の数7個）及び「ホギ

メディカル従業員持株会専用信託」が所有する当社株式67,000株（議決権の数670個）が含まれております。
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②【自己株式等】

        2020年３月31日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社ホギメディカル 
港区赤坂 

２丁目７番７号 
2,393,700 － 2,393,700 7.32 

計 － 2,393,700 － 2,393,700 7.32 

 （注）１．上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が200株（議決権の数2

個）あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に

含めて記載しております。

２．「ホギメディカル従業員持株会専用信託」が所有する当社株式は、上記所有株式数には含まれておりませ

ん。

（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

①  役員・従業員株式所有制度の概要

 当社は、2016年８月15日開催の取締役会において、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのイ

ンセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」（以下、「本プ

ラン」という。）の導入を決議いたしました。

 本プランは、「ホギメディカル従業員持株会」（以下「持株会」という。）に加入するすべての従業員を対象

とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「ホギメディカル従業員持株会専用信

託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持信託は、持株会が今後５年間にわたり取得すると見込まれ

る数の当社株式を、借入金を原資として予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社

株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式

売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式

を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が

累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、かかる保証行為に

基づき、当社が当該残債を弁済することになります。

 

②  役員・従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数

 85,700株

 

③  当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

 受益者適格要件を満たす者

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 
 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。 
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（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 315 1,107,700

当期間における取得自己株式 － －

  （注） 当期間における取得自己株式には、2020年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己
株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転
を行った取得自己株式

－ － － －

そ の 他
（単元未満株式の買増し請求による売

渡）
－ － － －

保有自己株式数 2,393,787 － 2,393,787 －

 （注）１．当期間における処理自己株式には、2020年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売

渡による株式は含まれておりません。

    ２．当期間における保有自己株式には、2020年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取り及び売渡による株式は含まれておりません。

３．上記の処理自己株式数には、「ホギメディカル従業員持株会専用信託」から「ホギメディカル従業員持

株会」へ売却した株式数（当事業年度31,900株、当期間3,100株）を含めておりません。また、保有自己

株式数には、「ホギメディカル従業員持株会専用信託」が保有する株式数（当事業年度67,000株、当期

間63,900株）を含めておりません。

 

３【配当政策】

当社の利益配分に関する基本方針は、創立以来培ってまいりました社訓「顧客、株主、社員、企業の共存共栄を図

る」を常に念頭に、株主の皆様に積極的、継続的に利益の還元を行うことであります。

当社は、経営成績の成果をいち早く株主に還元することを基本方針とし、取締役会の決議によって、会社法第459

条第１項の規定に基づき、四半期末毎に金銭による剰余金の配当を行う旨定款に定めており、剰余金の配当の決定機

関を取締役会とし、四半期配当を実施しております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。内部留保した資金は今後の成長確保のために必

要不可欠なものであり、将来的には収益の向上を通して株主に還元できるものと考えております。 

 

決議年月日 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額 

（円） 

2019年７月10日 
499 16.5 

取締役会決議 

2019年10月10日 
499 16.5 

取締役会決議 

2020年１月16日 
499 16.5 

取締役会決議 

2020年４月10日 
499 16.5 

取締役会決議 
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は「株主重視」を標榜しており、常に株主の利益を考えた上で、充分なコーポレート・ガバナンスが機能す

る体制を構築しております。

②企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由

1）企業統治の体制の概要

取締役会は取締役６名（うち社外取締役２名）で構成しており、迅速な経営判断ができるよう少人数で経営

しております。取締役会は、毎月１回原則として６営業日目に開催しており、重要事項はすべて付議され、業

績の進捗についても議論し対策等を検討しております。また、執行役員制度を導入しており、取締役会の戦略

決定及び業務監督機能と執行役員の業務執行機能の分離を明確にすることにより、経営環境の変化に迅速に対

応できる体制になっております。執行役員を含めた経営会議は原則として取締役会の翌営業日に開催してお

り、各部から現状報告が行われ、議論のうえ具体的な対策等が決定されております。

監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、取締役の職務執行につき監査を実施していま

す。各監査役は重要な会議への出席、取締役等からの報告、重要な決裁書類の閲覧、子会社等の調査を実施し

ています。監査役全員で構成される監査役会は、監査の方針等を決定し、各監査役の監査状況などの報告を受

けるほか、会計監査人からは随時監査に関する報告等を受け、必要に応じ随時情報の交換を行うなど相互の連

携を高めております。

インドネシアに所在する子会社におきましては、当初より現地化政策を打ち出しており、取締役は７名（日

本人３名、現地人４名）で経営されております。財務データ等必要な資料は当社にすべて報告され、随時チェ

ックできる体制が確立しております。

2）企業統治の体制を採用する理由

当社は業務執行における意思決定の迅速化、コーポレート・ガバナンスの確保を目的として現状の体制を採

用しております。

③企業統治に関するその他の事項

1）内部統制システムの整備の状況 

内部統制システムとしては、職務権限と責任を明確化するとともに、相互牽制機能を業務プロセスに取り込

み適切な業務分掌を実施することにより、適切な業務執行を確保するための体制を確保しておりますが、適宜

見直しを行い改善・強化に努める必要があるものと認識しております。取締役会は、取締役の職務の執行が法

令及び定款に適合することを確保するための体制を運用するため、「内部統制等委員会」及び「リスクマネジ

メントグループ」（当社の内部統制、コンプライアンス及びリスクマネジメントに係わる体制を構築し、当該

体制の調査及び改善等を実施する組織。以下同じ。）を設置しております。「内部統制等委員会」の委員長は

代表取締役社長が務めるものとし、「内部統制等委員会」の下に「J-SOX委員会」及び「５S委員会」を設置し

毎月１回定例会議を開催しており、活動内容は全て取締役会に報告されております。

2）リスク管理体制の整備の状況

リスク管理については、激しく変化する環境の中で企業価値の向上を図るため、当社を取り巻くリスクを適

切に分析・管理することにより、損害の発生・拡大を未然に防止するとともに、顧客・投資家等の当社に対す

る信頼の維持・強化を図ることが重要であると認識しております。取締役会は、当社の経営成績、株価及び財

務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクを認識及び評価し、その対処を行うとともに、平時における予防

体制を整備しており、「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」は、取締役会と協力し、リ

スクの予防体制を整備するとともに、万一具体的なリスク発生時は、その拡大を防止し、再発防止策を講じて

おります。具体的には、取締役及び取締役会を補佐し、各部門におけるリスクマネジメント体制を構築し、必

要に応じ、規程等を制定し、周知徹底を行っております。また適宜、各部門からリスクを抽出し、取締役会に

報告するとともに、当該リスクを低減するための措置を講じております。さらに、当社は当社の就業者による

違法・不正行為を未然に防止し、また早期に発見して必要な措置を講じるため、内部通報制度を設置しており

ます。

3）子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

・取締役会は、規程その他の方法により、子会社における業務及び子会社の取締役等の職務の執行の適正を確

保するための基本方針及び運営方針を策定するものとします。

・取締役会は、子会社における業務及び子会社の取締役等の職務の執行の適正を確保するための体制を当社グ

ループに構築し、毎月子会社から報告を受け、必要に応じ、子会社に対する指導を行うものとします。

・監査役及び監査役会は、子会社を含めた当社グループの連結経営に対応した監査を実効的かつ適正に行うこ

とができるよう子会社及び会計監査人との緊密な連携体制を構築するものとします。

4）責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役２名は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づ

く賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。 
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5）取締役の定数

当社の取締役は、本報告書提出日現在において８名以内とする旨定款に定めております。 

6）取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨及び累積投票によらない旨定款に

定めております。 

7）剰余金の配当等の決定機関

当社では、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当

等を取締役会の権限とすることにより、株主への利益還元や、機動的な資本政策を行うことを目的とするもの

であります。 

8）取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項に規定する取締役

（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除す

ることができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を

十分に発揮できることを目的とするものであります。 

9）株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除

き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の

２以上の決議をもって決する旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和す

ることにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 
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（２）【役員の状況】

① 役員一覧 

男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役 

社長 

最高経営 

責任者 

保木 潤一 1960年12月27日生 

 
1984年３月 当社入社 

1993年４月 当社美浦第二工場工場長 

1995年12月 Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア取締役 

1997年４月 当社製造部次長 

1998年４月 当社経営企画部次長 

1999年６月 当社取締役兼執行役員経営企画部

担当 

2003年６月 当社専務取締役経営企画部担当 

2003年７月 当社専務取締役管理本部長 

2005年６月 当社代表取締役社長（現任） 
 

（注）３ 874.4 

取締役 

生産本部長 
佐々木 勝雄 1958年９月10日生 

 
1985年６月 当社入社 

1998年４月 当社多摩営業所所長 

2000年４月 当社千葉営業所所長 

2005年１月 当社第一営業部次長兼東京第一営

業所所長 

2006年１月 当社第一営業部部長 

2007年６月 当社執行役員第一営業部部長 

2012年２月 当社執行役員第四営業部部長 

2013年２月 当社執行役員生産本部部長 

2013年３月 Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア監査役 

  Ｐ．Ｔ．ホギメディカルセールス

インドネシア監査役 

2014年６月 当社取締役生産本部長兼インドネ

シア事業部部長 

2017年10月 当社取締役生産本部長（現任） 
 

（注）３ 12.3 

取締役 

第一営業部部長兼第一グループ

部長 

小林 琢也 1965年１月26日生 

 
1991年３月 当社入社 

2003年２月 当社横浜営業所所長 

2005年１月 当社第一営業部次長兼横浜営業所

所長 

2006年１月 当社第三営業部部長兼横浜営業所

所長 

2006年10月 当社第三営業部部長 

2007年６月 当社執行役員第三営業部部長 

2012年２月 当社執行役員第一営業部部長 

2013年６月 当社取締役第一営業部部長 

2017年４月 当社取締役第一営業部部長兼第一

グループ部長（現任） 
 

（注）３ 8.1 

取締役 

第二営業部部長兼第六グループ

部長 

藤本 渉 1964年４月２日生 

 
1996年２月 当社入社 

2004年４月 当社東京第二営業所所長 

2009年４月 当社宇都宮営業所所長 

2012年４月 当社第四営業部次長兼宇都宮営業

所所長 

2013年４月 当社第二営業部次長兼神戸営業所

所長 

2015年４月 当社執行役員第二営業部部長 

2017年４月 当社執行役員第二営業部第三グル

ープ部長 

2018年４月 当社執行役員第二営業部第五グル

ープ部長 

2018年10月 当社執行役員第二営業部部長兼第

五グループ部長 

2019年５月 当社執行役員第二営業部部長 

2019年６月 当社取締役第二営業部部長 

2020年４月 当社取締役第二営業部部長兼第六

グループ部長（現任） 
 

（注）３ 3.0 
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（千株） 

取締役 上杉 潔 1950年５月１日生 

 
1968年４月 日本商事株式会社（現アルフレッ

サ株式会社）入社 

1980年６月 テルモ株式会社入社 

2002年６月 同社執行役員営業政策室室長 

2003年７月 同社執行役員関西ブロック長兼大

阪支店長 

2006年10月 同社執行役員医療器カンパニープ

レジデント 

2010年４月 シーオス株式会社監査役 

2013年３月 メディバンクス株式会社取締役副

社長（現任） 

2016年６月 当社取締役（現任） 
 

（注）３ 5.7 

取締役 井上 一郎 1955年６月15日生 

 
1978年４月 株式会社三井銀行（現株式会社三

井住友銀行）入行 

2003年６月 同行資本市場部長 

2005年６月 スターゼン株式会社取締役 

2010年10月 ＳＭＢＣファイナンスサービス株

式会社執行役員 

2011年６月 同社常務執行役員 

2012年３月 同社取締役兼常務執行役員 

2013年６月 同社取締役兼専務執行役員 

2018年４月 帝京大学経済学部経済学科教授

（現任） 

2018年６月 当社取締役（現任） 
 

（注）３ 0.3 

常勤監査役 布施 郁夫 1957年10月22日生 

 
1980年３月 当社入社 

1993年４月 当社千葉営業所所長 

1996年４月 当社札幌営業所所長 

1999年６月 当社東京営業所所長 

2002年４月 当社執行役員第一営業部担当 

2006年１月 当社執行役員営業副本部長兼第六

営業部部長 

2006年６月 当社取締役営業副本部長兼第六営

業部部長 

2007年４月 当社取締役営業副本部長兼第五営

業部部長 

2007年６月 当社取締役第五営業部部長 

2008年６月 当社執行役員第五営業部部長 

2012年２月 当社執行役員営業管理部部長 

2017年６月 当社常勤監査役（現任） 

2018年２月 Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア監査役

（現任） 

2018年２月 Ｐ．Ｔ．ホギメディカルセールス

インドネシア監査役（現任） 
 

（注）４ 10.0
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（千株） 

監査役  簗瀬 捨治 1941年１月17日生 

 
1968年４月 弁護士登録 

1992年１月 常松 簗瀬 関根法律事務所（現

長島・大野・常松法律事務所） 

マネジング・パートナー 

2000年１月 長島・大野・常松法律事務所 

チェアマン 

2005年４月 法政大学法科大学院兼任教授 

2006年１月 長島・大野・常松法律事務所 

オフカウンセル 

2006年６月 オーケー株式会社（本店 神奈川

県横浜市）社外取締役 

2007年６月 当社監査役（現任） 

2009年４月 早稲田大学客員教授 

2014年６月 オーケー株式会社（本店 神奈川

県横浜市）代表取締役社長 

2016年６月 オーケー株式会社（本店 神奈川

県横浜市）代表取締役副会長 

2017年６月 オーケー株式会社（本店 神奈川

県横浜市）取締役（現任） 
 

（注）５ 8.4 

監査役 飯塚 昇 1952年１月１日生 

 
1975年９月 監査法人朝日会計社（現有限責任

あずさ監査法人）入社 

1980年３月 公認会計士登録 

1999年６月 朝日監査法人（現有限責任あずさ

監査法人）代表社員 

2010年７月 有限責任あずさ監査法人パートナ

ー 

2016年６月 当社監査役（現任） 
 

（注）６ 1.2 

計 923.6 

 （注）１．取締役上杉潔及び井上一郎は、社外取締役であります。 

２．監査役簗瀬捨治及び飯塚昇は、社外監査役であります。 

３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補

欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

田中 俊平 1959年８月23日生 

1989年４月 弁護士登録 

長島 大野法律事務所（現長島・

大野・常松法律事務所）入所 

1996年９月 ニューヨーク州弁護士登録 

1998年１月 長島 大野法律事務所（現長島・

大野・常松法律事務所）パートナ

ー（現任） 

2007年４月 東京大学大学院法学政治学研究科

附属ビジネスロー・比較法政研究

センター客員教授 

－ 
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② 社外役員の状況 

社外取締役は２名であり、社外取締役と当社は、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありま

せん。また、社外取締役上杉潔が取締役副社長に就任しているメディバンクス株式会社と当社は、人的関係、資本

関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役井上一郎が教授に就任している帝京大学と

当社は、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。 

 社外監査役は２名であり、社外監査役と当社は、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありま

せん。また、社外監査役簗瀬捨治が取締役に就任しているオーケー株式会社と当社は、人的関係、資本関係、又は

取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況につきましては「第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレ

ート・ガバナンスの状況等〕（２）〔役員の状況」〕に記載のとおりであります。

それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次の通りです。 

上杉潔氏は、同氏がこれまで培ってきた医療業界に関する知識・ビジネス経験を当社グループの経営に活かして

いただけると判断し、社外取締役として選任しております。

井上一郎は、同氏がこれまで培ってきた金融業界に関する知識・ビジネス経験を当社グループの経営に活かして

いただけると判断し、社外取締役として選任しております。

簗瀬捨治氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また弁護士業

務を通じて培われた法律知識を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。

飯塚昇氏は、公認会計士として企業会計に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また公認会

計士業務を通じて培われた会計知識を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。

当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定めており、当該基準及び経歴などを踏ま

え社外役員として選任しております。 

なお、内部統制部門に報告された各監査結果等につきましては、取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告

されています。

<社外役員の独立性基準>

１．当社グループ関連

当社又はその子会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執

行者」という。）でないこと

２．主要株主関連

(1)当社の現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）ではないこと

(2)上記(1)が法人である場合には当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社（以下、「法人等」とい

う。）の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は支配人その他の使用人（以下、「取締役等」

という。）ではないこと

(3)当社が現在主要株主である法人等の取締役等ではないこと

３．主要取引先関連 

(1)当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者ではないこと

(2)当社グループの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと

(3)過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超

える寄付等を行っている組織の業務執行者ではないこと

４．人事交流先関連 

当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている法人等の取締役、監査役、会計

参与又は執行役ではないこと 

５．主要借入先関連 

当社グループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高が当社の連結総資産の２％を超える

場合の当該金融機関の業務執行者ではないこと 

６．アドバイザー関連 

(1)当社グループから役員報酬以外に、個人の場合、過去３事業年度平均にて年間1,000万円以上、団体の

場合、当該団体の連結総売上高の２％以上の金額にあたる金銭その他の財産を得ているコンサルタン

ト、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団

体に所属する者をいう。）ではないこと

(2)現在当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の

社員、パートナー又は従業員ではないこと

(3)最近３年間において当社グループの会計監査人又は会計参与であった公認会計士・税理士又は監査法

人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員であって当社グループの監査業務を実際に担当（但

し、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）ではないこと
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７．過去の該当者 

(1)過去10年間において１．に該当する者ではないこと

(2)過去５年間において２．(1)又は(2)のいずれかに該当する者ではないこと

(3)過去３年間において３．から６．(1)までのいずれかに該当する者ではないこと

８．近親者 

近親者（配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。）が次の①又は②のいずれかに該当する

者（重要でない者を除く。）ではないこと 

①３．から６．までに該当する者 

②過去３年間において当社グループの業務執行者に該当していた者 

９．その他 

上記１．から８．に該当せず、それ以外の事情によっても、一般株主と実質的な利益相反が生じるおそれ

がない者 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係 

 社外取締役に対しましては、毎月開催される取締役会において業務執行の報告を実施し、社外取締役が取締役の

業務の執行状況を把握できるよう努めております。また、社外監査役に対しましては、経営の重要事項について

は、常勤監査役より随時情報を提供しております。また、各取締役又は取締役会との意見交換会を随時開催し、監

査に必要充分な情報を提供できる体制となっております。

 監査役と会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うこ

とで相互の連携を高めております。

 内部監査部門として内部監査室を設置しており人員は１名となっております。内部監査室は、監査役監査の補

佐、社長特命による監査の実施等を行っております。また、年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、

必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

（３）【監査の状況】

①監査役監査の状況 

監査役監査については常勤監査役が中心となり、取締役会、経営会議に出席し、さらに社内の各種委員会や

会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。 

なお、これらの監査結果等は内部統制部門に適宜連携され、毎月開催している委員会において報告、意見交

換がなされています。 

また、監査役飯塚昇氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。 

当事業年度において当社は監査役会を全15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおり

であります。 

氏 名 開催回数 出席回数

布施 郁夫 15 15

簗瀬 捨治 15 14

飯塚 昇 15 15

監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、会計監査人の再任・不再任及び報酬

の同意、会計監査人との意見交換等であります。 

また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、主要な事業所における業務および財

産状況の調査、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行って

います。 

②内部監査の状況 

内部監査として、内部監査室が設置されており人員は１名となっております。監査役監査の補佐、社長特命

による監査の実施等を行っております。 

③会計監査の状況 

1）監査法人の名称

  EY新日本有限責任監査法人 

2）継続監査期間

  29年間 

3）業務を執行した公認会計士 

  山岸 聡

  加藤 秀満
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4）監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士９名、その他10名であります。

5）監査法人の選定方針と理由

当社は、当監査法人が独立性を保持し適正な監査を実施することができると判断し、当監査法人を選定して

おります。 

また、当社では、監査役会が、会計監査人が会社法第340条第１項各号に規定する解任事由に該当すると判断

したときは、会計監査人を解任又は不再任とする決定を行う方針です。 

6）監査役及び監査役会による監査法人の評価 

 当社の監査役および監査役会は、当監査法人の評価を行い、解任又は不再任に相当する事項はなく、監査が

適切に行われていることを確認しております。

④監査報酬の内容等 

1）監査公認会計士等に対する報酬 

区分 
前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づく
報酬（百万円） 

非監査業務に基づく報
酬（百万円） 

監査証明業務に基づく
報酬（百万円） 

非監査業務に基づく報
酬（百万円） 

提出会社 30 0 31 0 

連結子会社 － － － － 

計 30 0 31 0 

 当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第２条第１項の業務以外として、英文財務諸表等の作成に

関する助言を依頼しております。 

2）監査公認会計士等と同一のネットワーク（Ernst & Young）に対する報酬（1）を除く） 

区分 
前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づく
報酬（百万円） 

非監査業務に基づく報
酬（百万円） 

監査証明業務に基づく
報酬（百万円） 

非監査業務に基づく報
酬（百万円） 

提出会社 － 4 － 2 

連結子会社 7 － 9 － 

計 7 4 9 2 

 当社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務であります。 

3）その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容 

（前連結会計年度）

 該当事項はありません。 

（当連結会計年度） 

 該当事項はありません。 

4）監査報酬の決定方針 

 当社の組織や規模、業態等の特性と監査日数を勘案したうえで決定しております。

5）監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由 

 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切で

あるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性担保の観点に照ら

し、妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。 
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（４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 役員の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、役位別に定められた基本額に業績評価を加味

し決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役に

ついては監査役の協議により決定しております。

 取締役の報酬限度額は、2007年６月26日開催の第46期定時株主総会において年額を前事業年度の親会社株主に帰

属する当期純利益の７％以内（ただし当該額が150百万円を下回る場合は、150百万円を上限）と決議されておりま

す。また、監査役の報酬限度額は、1991年６月26日開催の第30期定時株主総会において年額50百万円以内と決議さ

れております。

 賞与は業績に連動するものであり、当該年度の業績等を勘案し決定しております。

 業績指標としては、本業における業績を示す営業利益を重視しております。なお、賞与の算定にあたっては、上

記指標のほか、前期実績に対する増減等を総合的に勘案し判断しております。

 また、当事業年度における賞与に係る指標の目標は5,240百万円であり、実績は5,307百万円であります。

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 
報酬等の総額 
（百万円） 

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる 
役員の員数 
（人） 基本報酬 

ストックオプ
ション 

賞与 退職慰労金 

取締役 

（社外取締役を除く。） 
212 126 － 86 － 5 

監査役 

（社外監査役を除く。） 
16 16 － － － 1 

社外役員 47 33 － 13 － 4 

 
 

（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式を

保有することにより、営業、技術、研究開発面等での円滑かつ継続的な交流がなされ、事業拡大及び発展に資する

ことができると判断し保有している株式を純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）、時価の変動に

より利益を得ることを目的として保有している株式を純投資目的である投資株式に区分しております。 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

1）保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容 

 当社は、取締役会が、株式を保有することにより、営業、技術、研究開発面等での円滑かつ継続的な交流

がなされ、事業拡大及び発展に資することができると判断した企業の株式を保有しております。一方、保有

の意義が希薄と考えられる株式については、速やかに保有株式数を縮減してまいります。 

 また、純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）については、毎年取締役会で保有の適否を

検証しております。 
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2）銘柄数及び貸借対照表計上額 

 
銘柄数 

（銘柄） 
貸借対照表計上額の 
合計額（百万円） 

非上場株式 2 1,163 

非上場株式以外の株式 6 6,351 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄） 

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の増加に係る取得 
価額の合計額（百万円） 

株式数の増加の理由 

非上場株式 1 1,090 増資の引受 

非上場株式以外の株式 － － － 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄） 

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の減少に係る売却 
価額の合計額（百万円） 

非上場株式 － － 

非上場株式以外の株式 1 2,356 

3）特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 

特定投資株式 

銘柄 

当事業年度 前事業年度 

保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

朝日インテック

（株） 

1,332,800 666,400 営業、技術、研究開発面等での継続的な

交流により、相互の事業拡大、発展を図

るため 

有 
3,561 3,465 

マニー（株） 
414,600 480,900 営業、技術、研究開発面等での継続的な

交流により、相互の事業拡大、発展を図

るため 

無 
1,098 2,601 

（株）メディパルホ

ールディングス 

700,000 700,000 営業上の取引関係の維持強化を目的とす

るため 
有 

1,412 1,841 

グンゼ（株） 
75,900 75,900 技術、研究開発面等での継続的な交流に

より、事業拡大、発展を図るため 
無 

275 339 

（株）サンエー化研 
5,000 5,000 

主として取引関係等の円滑化のため 有 
1 2 

第一生命ホールディ

ングス（株） 

1,400 1,400 
主として取引関係等の円滑化のため 無 

1 2 

（注）定量的な保有効果の記載が困難なため、保有の合理性を以下のとおり検証しております。 

当社は、取締役会が、株式を保有することにより、営業、技術、研究開発面等での円滑かつ継続的な

交流がなされ、事業拡大及び発展に資することができると判断した企業の株式を保有しており、毎年

取締役会で保有の適否を検証しております。

③保有目的が純投資目的である投資株式 

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

 

１. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

   (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

   (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２. 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2019年４月１日から2020年３月31日ま

で）の連結財務諸表及び事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責

任監査法人による監査を受けております。 

 

３. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、連結財務諸表等を適正に作成できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入

し、監査法人等が主催する研修会への参加及び会計専門書の定期購読を行っております。 
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

    (単位：百万円) 

  前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 23,336 23,377 

受取手形及び売掛金 12,004 11,352 

商品及び製品 3,890 3,823 

仕掛品 495 366 

原材料及び貯蔵品 3,904 3,678 

その他 ※１ 476 631 

貸倒引当金 － △0 

流動資産合計 44,108 43,229 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 44,668 46,188 

減価償却累計額 △21,765 △23,014 

建物及び構築物（純額） 22,902 23,173 

機械装置及び運搬具 42,977 43,289 

減価償却累計額 △31,810 △34,523 

機械装置及び運搬具（純額） 11,167 8,765 

土地 9,609 9,604 

建設仮勘定 922 8,995 

その他 5,340 5,692 

減価償却累計額 △3,998 △4,380 

その他（純額） 1,341 1,311 

有形固定資産合計 45,944 51,851 

無形固定資産    

ソフトウエア 1,503 1,496 

ソフトウエア仮勘定 967 676 

電話加入権 13 13 

その他 116 113 

無形固定資産合計 2,600 2,300 

投資その他の資産    

投資有価証券 ※２ 9,275 7,941 

差入保証金 350 356 

繰延税金資産 138 168 

その他 916 823 

貸倒引当金 △7 △7 

投資その他の資産合計 10,673 9,283 

固定資産合計 59,218 63,434 

資産合計 103,327 106,664 
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    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(2019年３月31日) 
当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 4,584 4,675 

未払法人税等 1,394 1,060 

賞与引当金 386 366 

役員賞与引当金 100 100 

設備関係支払手形 1,352 572 

未払金 951 2,575 

その他 417 ※１ 1,009 

流動負債合計 9,187 10,360 

固定負債    

長期借入金 285 175 

繰延税金負債 1,603 1,232 

退職給付に係る負債 349 468 

長期未払金 36 36 

その他 459 468 

固定負債合計 2,734 2,381 

負債合計 11,922 12,742 

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,123 7,123 

資本剰余金 8,336 8,336 

利益剰余金 79,770 83,234 

自己株式 △8,663 △8,557 

株主資本合計 86,566 90,136 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 4,693 3,623 

繰延ヘッジ損益 127 189 

為替換算調整勘定 110 9 

退職給付に係る調整累計額 △101 △141 

その他の包括利益累計額合計 4,830 3,681 

非支配株主持分 7 103 

純資産合計 91,404 93,921 

負債純資産合計 103,327 106,664 
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

売上高 36,658 37,232 

売上原価 ※１,※３ 21,831 ※３ 21,798 

売上総利益 14,827 15,434 

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 10,444 ※２,※３ 10,126 

営業利益 4,382 5,307 

営業外収益    

受取利息 45 70 

受取配当金 85 70 

為替差益 25 36 

助成金収入 － 274 

その他 55 53 

営業外収益合計 212 505 

営業外費用    

支払利息 － 1 

投資事業組合運用損 26 18 

自己株式取得費用 58 － 

その他 7 3 

営業外費用合計 91 22 

経常利益 4,503 5,791 

特別利益    

固定資産売却益 － ※４ 1 

投資有価証券売却益 3,998 1,942 

特別利益合計 3,998 1,943 

特別損失    

固定資産廃棄損 ※５ 2 ※５ 5 

ゴルフ会員権評価損 － 4 

特別損失合計 2 9 

税金等調整前当期純利益 8,499 7,725 

法人税、住民税及び事業税 2,512 2,194 

法人税等調整額 △56 40 

法人税等合計 2,456 2,235 

当期純利益 6,043 5,489 

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に

帰属する当期純損失（△） 
0 △40 

親会社株主に帰属する当期純利益 6,043 5,529 
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【連結包括利益計算書】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

当期純利益 6,043 5,489 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △1,881 △1,070 

繰延ヘッジ損益 65 61 

為替換算調整勘定 △43 △100 

退職給付に係る調整額 13 △39 

その他の包括利益合計 ※ △1,846 ※ △1,149 

包括利益 4,196 4,339 

（内訳）    

親会社株主に係る包括利益 4,196 4,379 

非支配株主に係る包括利益 0 △40 

 

- 35 -



③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

        (単位：百万円) 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 7,123 8,336 75,680 △3,759 87,379 

当期変動額          

剰余金の配当     △1,952   △1,952 

親会社株主に帰属する当期
純利益     6,043   6,043 

自己株式の取得       △5,001 △5,001 

自己株式の処分       97 97 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）          

当期変動額合計 － － 4,090 △4,903 △812 

当期末残高 7,123 8,336 79,770 △8,663 86,566 

 

               

  その他の包括利益累計額 
非支配株主持

分 
純資産合計 

 
その他有価証
券評価差額金 

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘
定 

退職給付に係る
調整累計額 

その他の包括
利益累計額合

計 

当期首残高 6,575 62 154 △114 6,677 6 94,063 

当期変動額              

剰余金の配当             △1,952 

親会社株主に帰属する当期
純利益             6,043 

自己株式の取得             △5,001 

自己株式の処分             97 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） 

△1,881 65 △43 13 △1,846 0 △1,846 

当期変動額合計 △1,881 65 △43 13 △1,846 0 △2,658 

当期末残高 4,693 127 110 △101 4,830 7 91,404 
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当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

        (単位：百万円) 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 7,123 8,336 79,770 △8,663 86,566 

当期変動額          

剰余金の配当     △1,983   △1,983 

親会社株主に帰属する当期
純利益     5,529   5,529 

自己株式の取得       △1 △1 

自己株式の処分       106 106 

連結範囲の変動     △81   △81 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）          

当期変動額合計 － － 3,463 105 3,569 

当期末残高 7,123 8,336 83,234 △8,557 90,136 

 

               

  その他の包括利益累計額 
非支配株主持

分 純資産合計 
 

その他有価証
券評価差額金 繰延ヘッジ損益 

為替換算調整勘
定 

退職給付に係る
調整累計額 

その他の包括
利益累計額合

計 

当期首残高 4,693 127 110 △101 4,830 7 91,404 

当期変動額              

剰余金の配当             △1,983 

親会社株主に帰属する当期
純利益             5,529 

自己株式の取得             △1 

自己株式の処分             106 

連結範囲の変動             △81 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） 

△1,070 61 △100 △39 △1,149 96 △1,053 

当期変動額合計 △1,070 61 △100 △39 △1,149 96 2,516 

当期末残高 3,623 189 9 △141 3,681 103 93,921 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益 8,499 7,725 

減価償却費 5,631 5,283 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 12 69 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42 0 

受取利息及び受取配当金 △131 △141 

支払利息 － 1 

投資事業組合運用損益（△は益） 26 18 

為替差損益（△は益） △6 △53 

有形固定資産売却損益（△は益） － △1 

有形固定資産処分損益（△は益） 2 5 

投資有価証券売却損益（△は益） △3,998 △1,942 

ゴルフ会員権評価損 － 4 

売上債権の増減額（△は増加） 95 641 

たな卸資産の増減額（△は増加） 370 399 

仕入債務の増減額（△は減少） △411 96 

未払消費税等の増減額（△は減少） △930 535 

未収消費税等の増減額（△は増加） △21 21 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △81 △104 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 165 94 

投資その他の資産の増減額（△は増加） 114 106 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △8 9 

その他 104 △21 

小計 9,390 12,747 

利息及び配当金の受取額 131 139 

利息の支払額 － △1 

法人税等の支払額 △2,075 △2,590 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,446 10,295 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △6 △289 

定期預金の払戻による収入 7 3 

投資有価証券の取得による支出 △538 △1,163 

投資有価証券の売却による収入 4,073 2,356 

有形固定資産の取得による支出 △1,552 △9,767 

有形固定資産の売却による収入 － 1 

無形固定資産の取得による支出 △360 △377 

投資事業組合からの分配による収入 23 44 

貸付けによる支出 △0 △0 

貸付金の回収による収入 0 0 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △20 △2 

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,627 △9,194 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の返済による支出 △113 △110 

自己株式の処分による収入 108 106 

自己株式の取得による支出 △5,001 △1 

配当金の支払額 △1,952 △1,984 

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,958 △1,989 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51 63 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,063 △825 

現金及び現金同等物の期首残高 20,840 22,903 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 580 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 22,903 ※ 22,658 
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社数……3社

  連結子会社はＰ.Ｔ.ホギインドネシア、Ｐ.Ｔ.ホギメディカルセールスインドネシア及びホギメディカルアジ

アパシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ.であります。

  前連結会計年度において非連結子会社であったホギメディカルアジアパシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ.は、重要性

が増したため、連結の範囲に含めております。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

  該当する会社はありません。

 

２．持分法の適用に関する事項

 該当する会社はありません。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のＰ.Ｔ.ホギインドネシア、Ｐ.Ｔ.ホギメディカルセールスインドネシア及びホギメディカルアジア

パシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ.の決算日は、12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たりましては、同決算日

現在の財務諸表を使用しております。ただし、１月１日から連結決算日の３月31日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を行っております。

 

４．会計方針に関する事項

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

  その他有価証券

   時価のあるもの……連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）

   時価のないもの……移動平均法による原価法

                     なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２

           項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応

           じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り組む方法によっており

           ます。

(2)デリバティブの評価基準及び評価方法……時価法

(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品……移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

製品・半製品・仕掛品・原材料……総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

貯蔵品……最終仕入原価法

(4)固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く）……提出会社では定率法、他の連結子会社では定額法

ただし、提出会社については、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物    ３～50年

機械装置及び運搬具  ４～12年

無形固定資産（リース資産を除く）……自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法、それ以外の無形固定資産については定額法

(5)引当金の計上方法は次のとおりであります。 

貸倒引当金……売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

賞与引当金……提出会社は、従業員賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

役員賞与引当金……提出会社は、役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上

しております。
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(6)退職給付に係る会計処理の方法 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

①退職給付見込額の期間帰属方法

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

(7)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

(8)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によっており、為替予約について、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を適用し

ております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段…為替予約

 ヘッジ対象…外貨建輸入予定取引及び外貨建買掛金

③ヘッジ方針

 為替リスクの低減のため、ヘッジ対象の範囲内でヘッジを行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ手段である為替予約とヘッジ対象となる外貨建輸入予定取引及び外貨建買掛金に関する重要な条件が同

一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。

(9)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(10)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の処理方法

 税抜き方式を採用しております。

②従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引

 当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行って

おります。

1）取引の概要

 当社は、2016年８月15日開催の取締役会において、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上への

インセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」（以下、

「本プラン」という。）の導入を決議いたしました。 

 本プランは、「ホギメディカル従業員持株会」（以下「持株会」という。）に加入するすべての従業員を対

象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「ホギメディカル従業員持株会専用

信託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持信託は、持株会が今後５年間にわたり取得すると見込

まれる数の当社株式を、借入金を原資として予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的

に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、

当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託

が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売

却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、か

かる保証行為に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。 

2）信託に残存する自社の株式

 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株

式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度330百万円、98千株、当

連結会計年度223百万円、67千株であります。 

3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

 前連結会計年度285百万円、当連結会計年度175百万円 
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（未適用の会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会） 

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）

(1）概要

 国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基

準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては

Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日よ

り後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会

計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

 企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を

図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点と

し、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、

比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2）適用予定日

 2022年３月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

 「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

 

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企業会計基準委員

会）

(1）概要

 国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細

なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては

Accounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員

会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を

図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

 企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を

用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本

的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性

を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

(2）適用予定日

 2022年３月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

 「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定でありま

す。

 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）

(1）概要

 国際会計基準審議会（IASB）が2003年に公表した国際会計基準（IAS）第１号「財務諸表の表示」（以下「IAS 第

１号」）第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとっ

て有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企

業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準（以下「本会計基準」）が開発され、公表され

たものです。

 企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原

則（開示目的）を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっ

ては、IAS第１号第125項の定めを参考とすることとしたものです。

(2）適用予定日

 2021年３月期の年度末から適用します。
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「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年３月31日 企業会計

基準委員会）

(1）概要

 「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実につ

いて検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。

 なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充

実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないため

に、企業会計原則注解（注1-2）の定めを引き継ぐこととされております。

(2）適用予定日

 2021年３月期の年度末から適用します。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染拡大による影響）

 当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、連結財務諸表作

成時において入手可能な情報に基づき実施しております。

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、営業活動の自粛や手術の延期等により、足元の売上高減少などの影響はありま

すが、半年程度で収束し、延期された手術の再開等により、年度ベースでの業績に与える影響は軽微であり、翌期以降

も重要な影響がないという仮定に基づき会計上の見積りを行っております。

 しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による影響は、不確定要素が多く、翌期以降の財政状態、経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。

 

（連結貸借対照表関係）

※１ 消費税等の会計処理

   前連結会計年度（2019年３月31日）

   未収消費税等は、流動資産の「その他」に含めて記載しております。

 

   当連結会計年度（2020年３月31日）

   未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて記載しております。

 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度

（2019年３月31日）
当連結会計年度

（2020年３月31日）

投資有価証券 492百万円 －百万円 

 

（連結損益計算書関係）

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。

前連結会計年度 
（自 2018年４月１日 

  至 2019年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2019年４月１日 

  至 2020年３月31日） 

125百万円 －百万円 
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※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 2018年４月１日 
  至 2019年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2019年４月１日 

  至 2020年３月31日） 

荷造運搬費 1,039百万円 1,064百万円 

従業員給与・賞与 2,372 2,387 

賞与引当金繰入額 256 242 

役員賞与引当金繰入額 100 100 

退職給付費用 162 170 

減価償却費 998 1,070 

 

 ※３ 販売費及び一般管理費と売上原価に含まれる研究開発費の総額 

前連結会計年度 
（自 2018年４月１日 

  至 2019年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2019年４月１日 

  至 2020年３月31日） 

789百万円 607百万円 

 

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
    前連結会計年度

   （自 2018年４月１日
   至 2019年３月31日）

    当連結会計年度
   （自 2019年４月１日
   至 2020年３月31日）

機械装置及び運搬具 －百万円 1百万円

計 － 1

 

※５ 固定資産廃棄損の内容は次のとおりであります。 

 
    前連結会計年度

   （自 2018年４月１日
   至 2019年３月31日）

    当連結会計年度
   （自 2019年４月１日
   至 2020年３月31日）

建物及び構築物 0百万円 1百万円

機械装置及び運搬具 0 0

その他 2 3

計 2 5
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（連結包括利益計算書関係）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当連結会計年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

その他有価証券評価差額金：    

当期発生額 1,313百万円 414百万円 

  組替調整額 △3,998 △1,942

税効果調整前 △2,684 △1,527

税効果額 803 457

その他有価証券評価差額金 △1,881 △1,070

繰延ヘッジ損益：    

当期発生額 93 88

税効果額 △28 △26

繰延ヘッジ損益 65 61

為替換算調整勘定：    

当期発生額 △43 △100

税効果額 － －

為替換算調整勘定 △43 △100

退職給付に係る調整額：    

当期発生額 17 △52

  組替調整額 － －

税効果調整前 17 △52

税効果額 △4 12

退職給付に係る調整額 13 △39

その他の包括利益合計 △1,846 △1,149

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自2018年４月１日 至2019年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式        

普通株式（注）１，２ 16,341 16,341 － 32,682

合計 16,341 16,341 － 32,682

自己株式        

普通株式（注）１，３，４，５ 677 1,843 29 2,492

合計 677 1,843 29 2,492

     （注）１．当社は、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

２．普通株式の発行済株式総数の増加16,341千株は株式分割によるものであります。

３．普通株式の自己株式の株式数には、ホギメディカル従業員持株会専用信託が保有する当社株式（当

連結会計年度末98千株）が含まれております。 

４．普通株式の自己株式の株式数の増加1,843千株は、株式分割による増加677千株、2018年４月11日開

催の取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加1,166千株及び単元未満株式の買取り0千株に

よる増加であります。

５．普通株式の自己株式の株式数の減少29千株は、ホギメディカル従業員持株会専用信託からホギメデ

ィカル従業員持株会への売却によるものであります。
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２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2018年４月11日

取締役会
普通株式 487 31 2018年３月31日 2018年５月31日

2018年７月11日

取締役会
普通株式 495 16 2018年６月30日 2018年８月31日

2018年10月11日

取締役会
普通株式 484 16 2018年９月30日 2018年11月30日

2019年１月16日

取締役会
普通株式 484 16 2018年12月31日 2019年２月28日

     （注）１．2018年４月11日取締役会において決議の配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託

が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。

２．2018年７月11日取締役会において決議の配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託

が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。

３．2018年10月11日取締役会において決議の配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託

が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。

４．2019年１月16日取締役会において決議の配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託

が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2019年４月10日

取締役会
普通株式 484 利益剰余金 16 2019年３月31日 2019年５月31日

     （注）配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当金1百万円が

含まれております。

 

当連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式        

普通株式 32,682 － － 32,682

合計 32,682 － － 32,682

自己株式        

普通株式（注）１，２，３ 2,492 0 31 2,460

合計 2,492 0 31 2,460

     （注）１．普通株式の自己株式の株式数には、ホギメディカル従業員持株会専用信託が保有する当社株式（当

連結会計年度末67千株）が含まれております。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取り0千株による増加であります。

３．普通株式の自己株式の株式数の減少31千株は、ホギメディカル従業員持株会専用信託からホギメデ

ィカル従業員持株会への売却によるものであります。
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２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2019年４月10日

取締役会
普通株式 484 16 2019年３月31日 2019年５月31日

2019年７月10日

取締役会
普通株式 499 16.5 2019年６月30日 2019年８月30日

2019年10月10日

取締役会
普通株式 499 16.5 2019年９月30日 2019年11月29日

2020年１月16日

取締役会
普通株式 499 16.5 2019年12月31日 2020年２月28日

     （注）１．2019年４月10日取締役会において決議の配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託

が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。

２．2019年７月10日取締役会において決議の配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託

が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。

３．2019年10月10日取締役会において決議の配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託

が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。

４．2020年１月16日取締役会において決議の配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託

が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2020年４月10日

取締役会
普通株式 499 利益剰余金 16.5 2020年３月31日 2020年５月29日

     （注）配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当金1百万円が

含まれております。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
 
 

前連結会計年度
（自  2018年４月１日
至  2019年３月31日）

当連結会計年度
（自  2019年４月１日
至  2020年３月31日）

現金及び預金勘定 23,336百万円 23,377百万円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△433  △718 

現金及び現金同等物 22,903  22,658 
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

 当社グループは、資金については原則として短期的な資金で運用し、将来の設備投資等で使用する見込みの

資金については長期的な預金で運用しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用し

ており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。

 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建ての

ものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用してヘッジしております。

 デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取

引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法

等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (8)重要

なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

 当社は、内部債権管理規程に従い、営業債権について、営業部及び管理部が主要な取引先の状況を定期的に

モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早

期把握や軽減を図っております。

 デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほと

んどないと認識しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

 当社は、外貨建ての営業債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として為

替予約を利用してヘッジしております。

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関

係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

 デリバティブ取引の執行・管理については、代表取締役の承認を受け、管理部が行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

 当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の

維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバテ

ィブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあ

りません。
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２．金融商品の時価等に関する事項

 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

  前連結会計年度（2019年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 23,336 23,336 －

(2）受取手形及び売掛金 12,004 12,004 －

(3）投資有価証券 8,352 8,352 －

 資産計 43,693 43,693 －

(1）支払手形及び買掛金 4,584 4,584 －

 負債計 4,584 4,584 －

 デリバティブ取引(*1) 277 277 －

 (*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については（ ）で示しております。

 

  当連結会計年度（2020年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 23,377 23,377 －

(2）受取手形及び売掛金 11,352 11,352 －

(3）投資有価証券 6,451 6,451 －

 資産計 41,181 41,181 －

(1）支払手形及び買掛金 4,675 4,675 －

 負債計 4,675 4,675 －

 デリバティブ取引(*1) 296 296 －

 (*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については（ ）で示しております。

 

 （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      資 産

    （1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

       （3）投資有価証券

 これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価

証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

        負 債

       （1）支払手形及び買掛金

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

        デリバティブ取引

       注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）

区分
前連結会計年度

（2019年３月31日）
当連結会計年度

（2020年３月31日）

非上場株式 567 1,163

投資事業有限責任組合出資金 355 326

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「（3）投資有価証券」には含めておりません。

 

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

  前連結会計年度（2019年３月31日）

 
１年以内 

  (百万円）

１年超 
５年以内 

 (百万円）

５年超 
10年以内 
 (百万円）

10年超 
 (百万円）

現金及び預金 23,322 － － －

受取手形及び売掛金 12,004 － － －

合計 35,327 － － －

 

  当連結会計年度（2020年３月31日）

 
１年以内 

  (百万円）

１年超 
５年以内 

 (百万円）

５年超 
10年以内 
 (百万円）

10年超 
 (百万円）

現金及び預金 23,359 － － －

受取手形及び売掛金 11,352 － － －

合計 34,712 － － －
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（有価証券関係）

     １．その他有価証券

前連結会計年度（2019年３月31日）

  種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1）株式 8,252 1,584 6,667

(2）債券      

① 国債・地方債

等
－ － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 8,252 1,584 6,667

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1）株式 － － －

(2）債券      

① 国債・地方債

等
－ － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 99 100 △0

小計 99 100 △0

合計 8,352 1,684 6,667

 

当連結会計年度（2020年３月31日）

  種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1）株式 6,349 1,168 5,181

(2）債券      

① 国債・地方債

等
－ － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 6,349 1,168 5,181

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1）株式 1 1 △0

(2）債券      

① 国債・地方債

等
－ － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 99 100 △0

小計 101 101 △0

合計 6,451 1,270 5,180
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     ２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額 
（百万円）

売却損の合計額 
（百万円）

(1）株式 4,073 3,998 －

(2）債券      

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － － 

合計 4,073 3,998 － 

 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額 
（百万円）

売却損の合計額 
（百万円）

(1）株式 2,356 1,942 －

(2）債券      

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 2,356 1,942 －

 

３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

 該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

 該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1）通貨関連

前連結会計年度（2019年３月31日） 

区分 取引の種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち
１年超 

（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取引以外の取引 
通貨スワップ取引        

受取円・支払米ドル 1,562 － 95 95 

合計 1,562 － 95 95 

（注）時価の算定方法

   取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。
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当連結会計年度（2020年３月31日） 

区分 取引の種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち
１年超 

（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取引以外の取引 
通貨スワップ取引        

受取円・支払米ドル 1,634 1,634 25 25 

合計 1,634 1,634 25 25 

（注）時価の算定方法

   取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

(1）通貨関連

前連結会計年度（2019年３月31日） 

ヘッジ会計の

方法 
取引の種類 

主なヘッジ

対象 

契約額等 
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価 
(百万円) 

 

原則的処理方法 

 

為替予約取引        

 買建        

 米ドル  買掛金 2,215 1,184 182 

振当処理 

為替予約取引        

 買建        

 米ドル  買掛金 477 － （注）２ 

（注）１．時価の算定方法

     取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。

２．振当処理を適用しているものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているた

め、その時価は当該買掛金の時価に含めて記載しております。

 

当連結会計年度（2020年３月31日） 

ヘッジ会計の

方法 
取引の種類 

主なヘッジ

対象 

契約額等 
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価 
(百万円) 

 

原則的処理方法 

 

為替予約取引        

 買建        

 米ドル  買掛金 6,455 3,081 270 

振当処理 

為替予約取引        

 買建        

 米ドル  買掛金 337 － （注）２ 

（注）１．時価の算定方法

     取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。

２．振当処理を適用しているものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているた

め、その時価は当該買掛金の時価に含めて記載しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定拠出年金制度を採用しております。また、在外連結子会社２社では、現地国の法令に基づく

退職一時金制度を採用しております。

 

２．確定給付制度 

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当連結会計年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

退職給付債務の期首残高 358百万円 349百万円
勤務費用 21 28
利息費用 28 31
数理計算上の差異の発生額 △14 54
退職給付の支払額 △15 △5
為替換算差額 △29 10

退職給付債務の期末残高 349 468

 

(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

に係る資産の調整表 

 
前連結会計年度

（2019年３月31日）
当連結会計年度

（2020年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 349百万円 468百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 349 468

     
退職給付に係る負債 349 468

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 349 468

 

(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前連結会計年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当連結会計年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

勤務費用 21百万円 28百万円
利息費用 28 31

確定給付制度に係る退職給付費用 50 60

 

(4）退職給付に係る調整額 

 退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当連結会計年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

数理計算上の差異 △17百万円 52百万円
合 計 △17 52

 

(5）退職給付に係る調整累計額

 退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2019年３月31日）
当連結会計年度

（2020年３月31日）
未認識数理計算上の差異 133百万円 186百万円

合 計 133 186

 

(6）年金資産に関する事項

 該当事項はありません。

 

(7）数理計算上の計算基礎に関する事項

 主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

 
前連結会計年度

（2019年３月31日）
当連結会計年度

（2020年３月31日）
割引率 8.29％ 7.93％

 

３．確定拠出制度 

 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度228百万円、当連結会計年度231百万円であります。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

(2019年３月31日)

  当連結会計年度

(2020年３月31日)
 

繰延税金資産       

未払事業税 83   65  

賞与引当金 115   109  

未払賞与に係る社会保険料 20   19  

棚卸資産未実現利益 65   39  

退職給付に係る負債 87   117  

長期未払金 10   10  

有価証券評価損 21   21  

資産除去債務（差入保証金） 12   12  

ゴルフ会員権評価損 9   10  

その他 202   232  

      小計 629   639  

      評価性引当額 △7   △47  

合計 621   591  

繰延税金負債       

繰延ヘッジ損益 △54   △80  

固定資産課税対象簿価圧縮額 △28   △28  

その他有価証券評価差額金 △2,004   △1,546  

合計 △2,087   △1,655  

繰延税金負債の純額 △1,465   △1,064  

 

（注）前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

(2019年３月31日)

  当連結会計年度

(2020年３月31日)
 

固定資産－繰延税金資産 138   168  

固定負債－繰延税金負債 △1,603   △1,232  
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前連結会計年度（自2018年４月１日  至2019年３月31日）及び当連結会計年度（自2019年４月１日 至2020

年３月31日）

 当社グループは医療用消耗品等の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一事業であるため、記載を省

略しております。 

 

【関連情報】

前連結会計年度（自2018年４月１日  至2019年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）
 

  滅菌用品類 手術用品類 治療用品類 その他 合計

外部顧客への売上高 3,478 32,160 183 834 36,658

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

 外部顧客への売上高のうち連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。

 

当連結会計年度（自2019年４月１日  至2020年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）
 

  滅菌用品類 手術用品類 治療用品類 その他 合計

外部顧客への売上高 3,416 32,851 197 768 37,232

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

 外部顧客への売上高のうち連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自2018年４月１日  至2019年３月31日）

 該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自2019年４月１日  至2020年３月31日）

 該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自2018年４月１日  至2019年３月31日）

 該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自2019年４月１日  至2020年３月31日）

 該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自2018年４月１日  至2019年３月31日）

 該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自2019年４月１日  至2020年３月31日）

 該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自2018年４月１日 至2019年３月31日）

  該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）

  該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

 
 
 

前連結会計年度
（自  2018年４月１日
至  2019年３月31日）

当連結会計年度
（自  2019年４月１日
至  2020年３月31日）

１株当たり純資産額 3,027円43銭 3,104円33銭

１株当たり当期純利益 198円31銭 183円07銭

 （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。このため、前連結会計

年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」

を算定しております。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり当期純利益    

親会社株主に帰属する当期純利益

（百万円）
6,043 5,529

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益（百万円）
6,043 5,529

期中平均株式数（株） 30,472,084 30,204,965

４．「ホギメディカル従業員持株会専用信託」が保有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期末

発行済株式総数から控除する自己株式に含めております（前連結会計年度98千株、当連結会計年度67千

株）。

また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており

ます（前連結会計年度115千株、当連結会計年度83千株）。
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（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

長期借入金 285 175 （注） （注）

合計 285 175 － －

（注）ホギメディカル従業員持株会専用信託による長期借入金であり、返済予定額が見込めないため、返済期限及び連

結決算日後５年間の返済予定額については記載を省略しております。また、利息については、支払利息として計

上されないため、平均利率の記載を省略しております。

 

【資産除去債務明細表】

 該当事項はありません。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 9,038 18,380 28,060 37,232

税金等調整前四半期（当期）

純利益（百万円）
1,401 4,665 6,461 7,725

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益（百万円）
986 3,265 4,576 5,529

１株当たり四半期（当期）純

利益（円）
32.66 108.14 151.52 183.07

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益

（円）
32.66 75.47 43.39 31.56
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

    (単位：百万円) 

  前事業年度 
(2019年３月31日) 

当事業年度 
(2020年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 21,240 20,276 

受取手形 6,884 6,180 

売掛金 4,875 ※１ 5,070 

商品及び製品 3,654 3,470 

仕掛品 220 142 

原材料及び貯蔵品 2,559 2,361 

前渡金 97 120 

前払費用 177 188 

未収消費税等 21 － 

為替予約 88 156 

その他 ※１ 17 ※１ 29 

貸倒引当金 － △0 

流動資産合計 39,838 37,998 

固定資産    

有形固定資産    

建物 40,298 41,776 

減価償却累計額 △18,258 △19,397 

建物（純額） 22,040 22,379 

構築物 1,535 1,535 

減価償却累計額 △1,160 △1,202 

構築物（純額） 374 332 

機械及び装置 39,950 40,145 

減価償却累計額 △29,495 △32,105 

機械及び装置（純額） 10,454 8,039 

車両運搬具 63 63 

減価償却累計額 △62 △60 

車両運搬具（純額） 1 2 

工具、器具及び備品 5,034 5,373 

減価償却累計額 △3,737 △4,103 

工具、器具及び備品（純額） 1,297 1,269 

土地 9,172 9,172 

建設仮勘定 919 8,995 

有形固定資産合計 44,260 50,191 

無形固定資産    

ソフトウエア 1,503 1,496 

ソフトウエア仮勘定 967 676 

電話加入権 13 13 

その他 116 113 

無形固定資産合計 2,600 2,300 
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    (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(2019年３月31日) 
当事業年度 

(2020年３月31日) 

投資その他の資産    

投資有価証券 8,782 7,941 

関係会社株式 1,242 1,242 

長期貸付金 1 1 

破産更生債権等 0 0 

長期前払費用 70 17 

差入保証金 350 356 

保険積立金 413 407 

ゴルフ会員権 99 95 

通貨スワップ 95 25 

為替予約 94 113 

貸倒引当金 △7 △7 

投資その他の資産合計 11,143 10,195 

固定資産合計 58,004 62,687 

資産合計 97,843 100,686 

負債の部    

流動負債    

支払手形 2,373 2,480 

買掛金 ※１ 2,366 ※１ 2,252 

1年内返済予定の関係会社長期借入金 1,665 － 

未払金 951 2,575 

未払費用 ※１ 202 ※１ 205 

未払法人税等 1,374 1,040 

未払消費税等 － 535 

前受金 0 0 

預り金 32 31 

賞与引当金 386 366 

役員賞与引当金 100 100 

設備関係支払手形 1,352 572 

その他 63 67 

流動負債合計 10,869 10,227 

固定負債    

長期借入金 285 175 

関係会社長期借入金 － 1,632 

繰延税金負債 1,669 1,272 

長期未払金 36 36 

その他 459 451 

固定負債合計 2,450 3,567 

負債合計 13,320 13,795 
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    (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(2019年３月31日) 
当事業年度 

(2020年３月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,123 7,123 

資本剰余金    

資本準備金 8,336 8,336 

資本剰余金合計 8,336 8,336 

利益剰余金    

利益準備金 564 564 

その他利益剰余金    

別途積立金 19,300 19,300 

繰越利益剰余金 53,039 56,311 

利益剰余金合計 72,904 76,176 

自己株式 △8,663 △8,557 

株主資本合計 79,700 83,077 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 4,693 3,623 

繰延ヘッジ損益 127 189 

評価・換算差額等合計 4,821 3,812 

純資産合計 84,522 86,890 

負債純資産合計 97,843 100,686 
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②【損益計算書】

    (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当事業年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

売上高    

製品売上高 34,327 34,751 

商品売上高 1,970 2,128 

売上高合計 36,298 36,879 

売上原価    

製品期首たな卸高 2,354 2,271 

商品期首たな卸高 1,039 772 

当期製品製造原価 21,925 21,436 

当期商品仕入高 1,242 1,236 

合計 26,561 25,716 

他勘定振替高 ※１ 1,020 ※１ 694 

製品期末たな卸高 2,271 2,171 

商品期末たな卸高 772 636 

売上原価合計 22,497 22,214 

売上総利益 13,800 14,664 

販売費及び一般管理費 ※２ 10,357 ※２ 9,855 

営業利益 3,443 4,808 

営業外収益    

受取利息 20 22 

受取配当金 ※３ 272 ※３ 275 

為替差益 9 48 

助成金収入 － 274 

その他 51 49 

営業外収益合計 354 670 

営業外費用    

支払利息 25 24 

投資事業組合運用損 26 18 

自己株式取得費用 58 － 

営業外費用合計 109 42 

経常利益 3,688 5,436 

特別利益    

投資有価証券売却益 3,998 1,942 

特別利益合計 3,998 1,942 

特別損失    

固定資産廃棄損 ※４ 2 ※４ 5 

ゴルフ会員権評価損 － 4 

特別損失合計 2 9 

税引前当期純利益 7,684 7,369 

法人税、住民税及び事業税 2,264 2,080 

法人税等調整額 △53 33 

法人税等合計 2,211 2,114 

当期純利益 5,472 5,255 
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製造原価明細書

   
前事業年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当事業年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ 材料費   12,769 58.47 12,765 59.90

Ⅱ 労務費   2,054 9.41 2,063 9.68

Ⅲ 経費 ※１ 7,013 32.12 6,483 30.42

当期総製造費用   21,837 100.00 21,312 100.00

期首半製品・仕掛品棚
卸高

  813   831  

合計   22,651   22,143  

他勘定振替高 ※２ △105   △98  

期末半製品・仕掛品棚
卸高

  831   806  

当期製品製造原価   21,925   21,436  

           

原価計算の方法

 工程別標準原価計算方式を採用しております。

 なお、原価差額については期末に差額調整計算を行い、売上原価及び各棚卸資産の期末残高を修正しております。

 

（注）※１．経費のうち、主なものは次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自  2018年４月１日
至  2019年３月31日）

当事業年度
（自  2019年４月１日
至  2020年３月31日）

外注加工費（百万円） 412 369

工場消耗品費（百万円） 343 298

租税公課（百万円） 395 363

減価償却費（百万円） 4,392 3,974

電力費（百万円） 408 391

 

※２．他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自  2018年４月１日
至  2019年３月31日）

当事業年度
（自  2019年４月１日
至  2020年３月31日）

販売費及び一般管理費へ（百万円） 32 39

製品より（百万円） △138 △177

商品より（百万円） △27 △29

製造経費へ（百万円） 26 65

その他へ（百万円） 1 2

合計（百万円） △105 △98
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

                (単位：百万円) 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 
 

資本準備金 資本剰余
金合計 

利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計   別途積立金 繰越利益

剰余金 

当期首残高 7,123 8,336 8,336 564 19,300 49,519 69,384 △3,759 81,083 

当期変動額                  

剰余金の配当           △1,952 △1,952   △1,952 

当期純利益           5,472 5,472   5,472 

自己株式の取得               △5,001 △5,001 

自己株式の処分               97 97 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）                  

当期変動額合計 － － － － － 3,520 3,520 △4,903 △1,382 

当期末残高 7,123 8,336 8,336 564 19,300 53,039 72,904 △8,663 79,700 

 

         

  評価・換算差額等 
純資産合計 

  その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

当期首残高 6,575 62 6,637 87,721 

当期変動額        

剰余金の配当       △1,952 

当期純利益       5,472 

自己株式の取得       △5,001 

自己株式の処分       97 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △1,881 65 △1,815 △1,815 

当期変動額合計 △1,881 65 △1,815 △3,198 

当期末残高 4,693 127 4,821 84,522 
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当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

                (単位：百万円) 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本
合計 

 

資本準備金 
資本剰余
金合計 

利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計   別途積立金 

繰越利益
剰余金 

当期首残高 7,123 8,336 8,336 564 19,300 53,039 72,904 △8,663 79,700 

当期変動額                  

剰余金の配当           △1,983 △1,983   △1,983 

当期純利益           5,255 5,255   5,255 

自己株式の取得               △1 △1 

自己株式の処分               106 106 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）                  

当期変動額合計 － － － － － 3,271 3,271 105 3,377 

当期末残高 7,123 8,336 8,336 564 19,300 56,311 76,176 △8,557 83,077 

 

         

  評価・換算差額等 
純資産合計 

  その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

当期首残高 4,693 127 4,821 84,522 

当期変動額        

剰余金の配当       △1,983 

当期純利益       5,255 

自己株式の取得       △1 

自己株式の処分       106 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

△1,070 61 △1,008 △1,008 

当期変動額合計 △1,070 61 △1,008 2,368 

当期末残高 3,623 189 3,812 86,890 
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

時価のないもの……移動平均法による原価法

         なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項に

         より有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手

         可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り組む方法によっております。

子会社株式……移動平均法による原価法

 

２．デリバティブの評価基準および評価方法

 時価法

 

３．棚卸資産の評価基準および評価方法

(1)製品・半製品・仕掛品・原材料

   総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2)商品

 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(3)貯蔵品

 最終仕入原価法

 

４．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

   定率法

  ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

 主な資産の耐用年数は次のとおりであります。

 建物         ３～50年

 機械及び装置     ７～12年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

 自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法、それ以外の無

形固定資産については定額法

 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

６．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

 従業員賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

(3)役員賞与引当金

 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
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７．ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によっており、為替予約について、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を適用し

ております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段…為替予約

 ヘッジ対象…外貨建輸入予定取引及び外貨建買掛金

(3)ヘッジ方針

 為替リスクの低減のため、ヘッジ対象の範囲内でヘッジを行っております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ手段である為替予約とヘッジ対象となる外貨建輸入予定取引及び外貨建買掛金に関する重要な条件が同

一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。

 

８．その他財務諸表作成のための重要な事項

(1)消費税等の処理方法

 税抜き方式を採用しております。

(2)従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引

 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、「第５〔経理の状況〕１〔連結

財務諸表等〕［注記事項］（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に同一の内容を記載しており

ますので、注記を省略しております。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染拡大による影響）

 新型コロナウイルス感染拡大による影響については、「第５〔経理の状況〕１〔連結財務諸表等〕［注記事項］（追

加情報）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

 

（貸借対照表関係）

※１ 関係会社項目

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

 
     前事業年度

     （2019年３月31日）
     当事業年度

     （2020年３月31日）

流動資産    

売掛金 －百万円 5百万円

その他 4 7

流動負債    

買掛金 622 623

未払費用 10 10
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（損益計算書関係）

※１ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

 
    前事業年度

   （自 2018年４月１日
   至 2019年３月31日）

    当事業年度
   （自 2019年４月１日
   至 2020年３月31日）

販売費及び一般管理費への振替高 853百万円 486百万円

製造原価への振替高 166 207 

計 1,020 694

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度55.0％、当事業年度54.4％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は前事業年度45.0％、当事業年度45.6％であります。 

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度 

（自 2018年４月１日 
  至 2019年３月31日） 

当事業年度 
（自 2019年４月１日 

  至 2020年３月31日） 

荷造運搬費 1,037百万円 1,062百万円 

従業員給与・賞与 2,335 2,275 

賞与引当金繰入額 256 242 

役員賞与引当金繰入額 100 100 

退職給付費用 161 163 

減価償却費 997 1,040 

 

※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 

 
   前事業年度

   （自 2018年４月１日
   至 2019年３月31日）

   当事業年度
   （自 2019年４月１日
   至 2020年３月31日）

関係会社からの受取配当金 186百万円 205百万円

 

※４ 固定資産廃棄損の内容は次のとおりであります。 

 
   前事業年度

   （自 2018年４月１日
   至 2019年３月31日）

   当事業年度
   （自 2019年４月１日
   至 2020年３月31日）

建物 0百万円 1百万円

機械及び装置 0 0

工具、器具及び備品 2 3

計 2 5
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（有価証券関係）

 子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,242百万円、前事業年度の貸借

対照表計上額は子会社株式1,242百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、記載しておりません。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）
 

 
前事業年度

（2019年３月31日）

  当事業年度

（2020年３月31日）
 

繰延税金資産        

未払事業税 83   65  

賞与引当金 115   109  

未払賞与に係る社会保険料 20   19  

長期未払金 10   10  

有価証券評価損 21   21  

資産除去債務（差入保証金） 12   12  

ゴルフ会員権評価損 9   10  

その他 115   105  

    合計 389   355  

繰延税金負債        

繰延ヘッジ損益 △54   △80  

その他有価証券評価差額金 △2,004   △1,546  

    合計 △2,058   △1,627  

繰延税金負債の純額 △1,669   △1,272  
         

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。 
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 
当期首残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（百万円） 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高 
（百万円） 

有形固定資産              

建物 40,298 1,490 12 41,776 19,397 1,150 22,379 

構築物 1,535 0 － 1,535 1,202 42 332 

機械及び装置 39,950 206 11 40,145 32,105 2,621 8,039 

車両運搬具 63 1 2 63 60 1 2 

工具、器具及び備品 5,034 575 236 5,373 4,103 599 1,269 

土地 9,172 － － 9,172 － － 9,172 

建設仮勘定 919 8,548 472 8,995 － － 8,995 

有形固定資産計 96,973 10,823 735 107,061 56,870 4,414 50,191 

無形固定資産              

ソフトウエア 3,049 576 974 2,651 1,154 583 1,496 

ソフトウエア仮勘定 967 262 552 676 － － 676 

電話加入権 13 － － 13 － － 13 

その他 130 － － 130 17 3 113 

無形固定資産計 4,160 838 1,527 3,472 1,172 586 2,300 

長期前払費用 85 9 60 33 16 13 17 

 （注）当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 増加額
筑波新キット工場Ⅱ期工事電気

設備工事他
1,300百万円

建設仮勘定 増加額
筑波新キット工場Ⅱ期工事搬送

保管設備
6,710百万円

ソフトウェア 増加額 自動製造依頼システム 307百万円

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 7 0 － － 7

賞与引当金 386 366 386 － 366 

役員賞与引当金 100 100 61 38 100

 （注）役員賞与引当金の当期減少額の（その他）は、当期首残高のうち洗い替えを行ったものの金額であります。

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

 該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日

３月31日 

６月30日 

９月30日 

12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告

による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

公告掲載ＵＲＬ 

http://www.hogy.co.jp

株主に対する特典

毎年９月末日の株主名簿に記載または記録された単元株式数（100株）以

上の株式を保有されている株主に対し、「当社オリジナルマスク」に加

え、「当社オリジナルカレンダー」「ホキ美術館招待券」「当社オリジナ

ルクオカード」の内より株主希望の品を１点贈呈

（注）単元未満株式についての権利制限

当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使

することができません。

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2）取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3）募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利

(4）単元未満株式の買増請求をする権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

１．有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

 事業年度 （第58期）（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）2019年６月21日関東財務局長に提出

２. 内部統制報告書及びその添付書類

   2019年６月21日関東財務局長に提出

３．四半期報告書及び確認書

 （第59期第１四半期）（自 2019年４月１日 至 2019年６月30日）2019年８月７日関東財務局長に提出

 （第59期第２四半期）（自 2019年７月１日 至 2019年９月30日）2019年11月13日関東財務局長に提出

 （第59期第３四半期）（自 2019年10月１日 至 2019年12月31日）2020年２月12日関東財務局長に提出

４．臨時報告書

 2019年６月24日関東財務局長に提出

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

 

    ２０２０年６月１９日

株式会社ホギメディカル      

 
  取締役会 御中  

 

  EY新日本有限責任監査法人 

  東京事務所 
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 山岸 聡   印 

         

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 加藤 秀満  印 

 

＜財務諸表監査＞ 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ホギメディカルの２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ホギメディカル及び連結子会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。 

 



・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見

に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

＜内部統制監査＞ 

監査意見 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ホギメディカルの

２０２０年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社ホギメディカルが２０２０年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。 

 



・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任

を負う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 



 
独立監査人の監査報告書 

 

    ２０２０年６月１９日

株式会社ホギメディカル    

 
  取締役会 御中  

 

  EY新日本有限責任監査法人 

  東京事務所 
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 山岸 聡   印 

         

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 加藤 秀満  印 

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ホギメディカルの２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第５９期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査

を行った。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ホギメディカルの２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

 



・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年６月19日

【会社名】 株式会社ホギメディカル

【英訳名】 ＨＯＧＹ ＭＥＤＩＣＡＬ ＣＯ.,ＬＴＤ.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 保木 潤一

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂２丁目７番７号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 



１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役社長保木潤一は、当社の第59期（自2019年４月１日 至2020年３月31日）の有価証券報告書の記載

内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

 

２【特記事項】

 特記すべき事項はありません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 2020年６月19日 

【会社名】 株式会社ホギメディカル 

【英訳名】 ＨＯＧＹ ＭＥＤＩＣＡＬ ＣＯ.,ＬＴＤ. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 保木 潤一 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂２丁目７番７号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 



１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 当社代表取締役社長保木潤一は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお

り、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評

価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報

告に係る内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2020年３月31日を基準日として行われており、評

価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行

った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価におい

ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当

該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要

性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社１社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業

務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社及び連結子会社の拠点である日本及びインドネシアをい

ずれも「重要な事業拠点」といたしました。また、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目としては、売上高、売掛

金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象といたしました。さらに、見積りや予測を伴うため重要な虚偽記載の

発生の可能性が高い勘定科目に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して、重要性の高い業務プロセスとし

て評価対象に追加しております。

 

３【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、代表取締役社長保木潤一は当連結会計年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告

に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

４【付記事項】

 付記すべき事項はありません。 

 

５【特記事項】

 特記すべき事項はありません。 

 


